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議案（１） 
 
 合併の方式について、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２１年１２月１７日提出 
         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

合併の方式について（継続協議） 

  
合併の方式は、八束郡東出雲町の区域を松江市に編入する編入合併とする。 
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議案（２０） 
 
使用料、手数料等の取扱いについて、下記のとおり提案する。 

 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 使用料、手数料等の取扱いについて（継続協議） 

 
（１）施設使用料については、それぞれ異なっているが、現行のとおりとする。 

ただし、公民館使用料については、当分の間現行のとおりとし、合併後に調整
する。また、学校施設使用料については、合併時に松江市の例により統一する方
向で調整する。 

 
（２）占用料については、合併時に松江市の例により統一する方向で調整する。 
 
（３）手数料については、差異のあるものは、合併時に松江市の例により統一する方
向で調整する。 
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議案（２１） 
 
 情報公開等の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 情報公開等の取扱いについて（継続協議） 

 
（１）情報公開については、松江市の制度に統一する。ただし、合併前の東出雲町の

公開の対象となる公文書については、合併前の東出雲町の制度の例による。 
 
（２）個人情報保護については、松江市の制度に統一する。ただし、合併前の東出雲

町の開示等の対象となる個人情報については、合併前の東出雲町の制度の例によ
る。 
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議案（２２） 
 
 国民健康保険事業の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

国民健康保険事業の取扱いについて（継続協議） 

  
国民健康保険事業については、次のとおり松江市の例により統一する方向で調整す

る。ただし、合併期日が年度中途の場合は、保険料（税）の賦課については、合併年
度は現行のとおりとし、次年度から松江市の例により調整する。 
国民健康保険運営協議会については、合併時に松江市の組織に統一する。 

 
（１）賦課形態は、松江市の例により保険料とする。 
 
（２）賦課方式は、松江市の例により均等割、平等割、所得割の3方式とする。 
 
（３）賦課割合は、応益割（均等割・平等割）５０％、応能割（所得割）を５０％と

し、保険料については、事業の健全な運営を確保することができる額となるよう
松江市において適正な料率を設定する。 

 
（４）納期及び納付回数は、松江市の例により調整する。 
 
（５）人間ドック（外来・宿泊）及び脳ドック並びに、特定健康健診は、松江市の例

により調整する。 
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議案（２３） 
 
 介護保険事業の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 

 

 介護保険事業の取扱いについて（継続協議） 

 
介護保険事業の取扱いについては、次のとおり松江市の例により統一する方向で調

整する。 
 
（１）介護保険事業計画については、平成２３年度に合併後の市域を対象とした第５

期介護保険事業計画を策定する。ただし、合併年度は、両市町の計画を地区毎に
適用する。 

 
（２）介護保険料、納期及び納付回数については、合併年度は現行のとおりとし、第

５期介護保険事業計画に基づき、平成２４年度から統一する。 
 
（３）要介護認定業務については、合併時に松江市の例により統一する。 
 
（４）特別給付については、合併年度は現行のとおりとし、第５期介護保険事業計画

に基づき、平成２４年度から統一する。 
 
（５）地域支援事業については、合併年度は現行のとおりとし、第５期介護保険事業

計画に基づき、平成２４年度から統一する。 
 
（６）地域包括支援センターについては、合併年度は現行のとおりとし、第５期介護

保険事業計画に基づき、平成２４年度から統一する。 
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議案（２４） 
 
 各種健診事業の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 各種健診事業の取扱いについて（継続協議） 

 
（１）各種健康診査等については、松江市の例により統一する方向で調整する。ただ

し、東出雲町が独自で実施している新生児聴覚検査費助成及び５歳児健診につい
ては、東出雲町の例により統一する方向で調整する。 

 
（２）予防接種については、松江市の例により統一する方向で調整する。ただし、Ｂ

ＣＧ予防接種については、東出雲町の例により統一する方向で調整する。 
 
（３）後期高齢者を対象とした、人間ドック助成については、松江市の例により統一

する方向で調整する。 
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議案（２５） 
 
児童福祉事業の取扱いについて、下記のとおり提案する。 

 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 児童福祉事業の取扱いについて（継続協議） 

  
（１）保育所保育料の取扱いについては、松江市の例により統一する方向で調整する。

ただし、合併期日が年度中途の場合は、合併年度は現行のとおりとし、次年度か
ら松江市の例により調整する。 

 
（２）延長保育等の特別保育及び児童クラブの利用料については、松江市の例により

統一する方向で調整する。ただし、合併期日が年度中途の場合は、合併年度は現
行のとおりとし、次年度から松江市の例により調整する。 

 
（３）子育て支援センターについては、東出雲町子育て支援センターを東出雲町地域

における子育て支援の拠点とし、松江市子育て支援センターを中核としたネット
ワーク化により、相談及び支援体制の充実を図る。 

 
（４）乳幼児等医療費助成については、以下の方針により合併時に統一する方向で調

整する。 
 ① ３歳以上就学前幼児の医療費助成については、松江市の例により調整する。 
 ② 就学から２０歳未満の慢性腎疾患等１１疾患群に係る入院者の医療費助成につ

いては、東出雲町の例により調整する。 
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議案（２６） 
 
 高齢者福祉事業の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 

 

 高齢者福祉事業の取扱いについて（継続協議） 

 
松江市の制度に統一する方向で調整する。ただし、高齢者の実態や地域の特性等に

より合併時に統一が困難なものについては、合併後統一する方向で調整する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 8 -



議案（２７） 
 
障がい者福祉事業の取扱いについて、下記のとおり提案する。 

 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 障がい者福祉事業の取扱いについて（継続協議） 

  
（１）障害者計画及び障害福祉計画については、松江市の計画に統合する。ただし、

国の動向等を踏まえながら、合併後に必要な見直しを図る。 
 
（２）相談支援については、松江市の制度を基本とし、関係機関との連携強化により、

全市的な相談支援体制の充実を図る。 
 
（３）就労支援については、松江市の制度を基本とし、関係機関との連携強化により、

全市的な就労・雇用支援体制の充実を図る。 
 
（４）その他の個別事業については、松江市の制度に統一する方向で調整する。ただ

し、地域性により合併時に統一が困難な場合は、合併後に調整する。 
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議案（２８） 
 
 都市計画区域等の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 都市計画区域等の取扱いについて（継続協議） 

 
（１）都市計画区域については、現行のとおり松江市に引き継ぐものとする。 

 
（２）都市計画に関する基本的な方針を定める都市計画マスタープランについては、

平成２４年度に見直しを行う。ただし、見直しを行うまでの間は、両市町のマス
タープランを地区毎に適用する。 
 

（３）都市計画審議会については、松江市の組織に統一する。 
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議案（２９） 
 
公立幼稚園保育料等の取扱いについて、下記のとおり提案する。 

 
 
平成２２年１月２５日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 公立幼稚園保育料等の取扱いについて（継続協議） 

  
公立幼稚園保育料等の取扱いについては、合併年度は現行のとおりとし、段階的に

松江市の例により統一する方向で調整する。 
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議案（３０） 
 
町・字の区域及び名称の取扱いについて下記のとおり提案する。 

 
 
平成２２年２月１０日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 町・字の区域及び名称の取扱いについて 

 

 合併後の市の町の区域および名称は、松江市においては現行のとおりとし、東出雲

町においては、東出雲町という町の区域を設定する。 

 東出雲町の大字名については、現行の大字名から「大字」を削除し、区域は現行の

とおりとする。 
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（参考資料） 
 

町・字の区域及び名称に関する根拠法令（抜粋） 

 
『地方自治法』   
 

第２６０条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域
をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変
更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府
県知事に届け出なければならない。  

２ 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなけ
ればならない。  

３ 第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定に
よる告示によりその効力を生ずる。 
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平成１７年３月３１日からの松江市住所表示 
 
（１）旧松江市については、現行のまま変更なし。 
（２）旧八束郡各町村については次のとおり。 
 ①名称の変更   ･･･「八束郡」を「松江市」に変更。 
 ②町・村名の変更 ･･･ 町名は変更なし。ただし、「八雲村」については「八雲町」に変更。 
 ③字名の変更   ･･･ 変更なし。ただし、「大字」の２文字は表示しない。 
            鹿島町の大字「恵曇町」及び玉湯町の大字「林村」については、 

それぞれ「恵曇」、「林」に変更。 
 ④番地等の変更  ･･･ 変更なし。 
  
【旧八束郡の住所表示例】 

新  表  示 合併前の字名 新  表  示 合併前の字名

恵曇 えとも 大字恵曇町 日吉 ひよし 大字日吉 

古浦 こうら 大字古浦 東岩坂 ひがしいわさか 大字東岩坂 

手結 たゆ 大字手結 西岩坂 にしいわさか 大字西岩坂 

片句 かたく 大字片句 熊野 くまの 大字熊野 

武代 たけだい 大字武代 

松江市 

八雲町 

  

  

  平原 ひらはら 大字平原 

佐陀本郷 さだほんごう 大字佐陀本郷 布志名 ふじな 大字布志名 

佐陀宮内 さだみやうち 大字佐陀宮内 湯町 ゆまち 大字湯町 

名分 みょうぶん 大字名分 林 はやし 大字林村 

南講武 みなみこうぶ 大字南講武 玉造 たまつくり 大字玉造 

北講武 きたこうぶ 大字北講武 

松江市 

玉湯町 

  

  

  大谷 おおだに 大字大谷 

上講武 かみこうぶ 大字上講武 宍道 しんじ 大字宍道 

松江市 

鹿島町 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  御津 みつ 大字御津 伊志見 いじみ 大字伊志見 

大芦 おわし 大字大芦 佐々布 さそう 大字佐々布 

加賀 かか 大字加賀 白石 はくいし 大字白石 

野波 のなみ 大字野波 昭和 しょうわ 大字昭和 

多古 たこ 大字多古 西来待 にしきまち 大字西来待 

松江市 

島根町 

  

  

  野井 のい 大字野井 東来待 ひがしきまち 大字東来待 

笠浦 かさうら 大字笠浦 上来待 かみきまち 大字上来待 

千酌 ちくみ 大字千酌 

松江市 

宍道町 

  

  

  

  

  

  

  昭和新田 しょうわしんでん 大字昭和新田

北浦 きたうら 大字北浦 波入 はにゅう 大字波入 

菅浦 すげうら 大字菅浦 入江 にゅうこう 大字入江 

片江 かたえ 大字片江 二子 ふたご 大字二子 

七類 しちるい 大字七類 寺津 てらづ 大字寺津 

諸喰 もろくい 大字諸喰 亀尻 かめしり 大字亀尻 

雲津 くもづ 大字雲津 馬渡 まわたし 大字馬渡 

下宇部尾 しもうべお 大字下宇部尾 遅江 おそえ 大字遅江 

森山 もりやま 大字森山 

松江市 

八束町 

  

  

  

  

  

  江島 えしま 大字江島 

福浦 ふくうら 大字福浦 

松江市 

美保関町 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  美保関 みほのせき 大字美保関 
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東出雲町の住所表示例 

 
 

新 表 示 現 表 示 読みがな 

松江市東出雲町上意東 八束郡東出雲町大字上意東 かみいとう 

松江市東出雲町下意東 八束郡東出雲町大字下意東 しもいとう 

松江市東出雲町揖屋町 八束郡東出雲町大字揖屋町 いやまち 

松江市東出雲町春日 八束郡東出雲町大字春日 かすが 

松江市東出雲町今宮 八束郡東出雲町大字今宮 いまみや 

松江市東出雲町内馬 八束郡東出雲町大字内馬 うちうま 

松江市東出雲町須田 八束郡東出雲町大字須田 すた 

松江市東出雲町出雲郷 八束郡東出雲町大字出雲郷 あだかえ 

松江市東出雲町錦浜 八束郡東出雲町大字錦浜 にしきはま 

松江市東出雲町錦新町一丁目 八束郡東出雲町錦新町一丁目 

松江市東出雲町錦新町二丁目 八束郡東出雲町錦新町二丁目 

松江市東出雲町錦新町三丁目 八束郡東出雲町錦新町三丁目 

松江市東出雲町錦新町四丁目 八束郡東出雲町錦新町四丁目 

松江市東出雲町錦新町五丁目 八束郡東出雲町錦新町五丁目 

松江市東出雲町錦新町六丁目 八束郡東出雲町錦新町六丁目 

松江市東出雲町錦新町七丁目 八束郡東出雲町錦新町七丁目 

松江市東出雲町錦新町八丁目 八束郡東出雲町錦新町八丁目 

にしきしんまち 

松江市東出雲町意宇南一丁目 八束郡東出雲町意宇南一丁目 

松江市東出雲町意宇南二丁目 八束郡東出雲町意宇南二丁目 

松江市東出雲町意宇南三丁目 八束郡東出雲町意宇南三丁目 

松江市東出雲町意宇南四丁目 八束郡東出雲町意宇南四丁目 

松江市東出雲町意宇南五丁目 八束郡東出雲町意宇南五丁目 

松江市東出雲町意宇南六丁目 八束郡東出雲町意宇南六丁目 

いうなん 

 【例】 八束郡東出雲町大字揖屋町１１４２番地 

           ↓ 

    松江市東出雲町揖屋町１１４２番地 

- 15 -



先進事例            

最近の合併事例における町・字の区域及び名称の取扱いについて 

関係市町村 
市町村名 

合併年月日 市町村名 
人口 

(H17国調) 

合併 

方式 
取扱い内容 

清須市 55,038 
清須市 

（愛知県） 

H21.10.5 西春日井郡 

春日町 
8,320 

編入 

１ 清須市においては、現行のとおりとする。  

２ 春日町においては、「西春日井郡春日町」を「清

須市」に置き換え、従前の大字名の前に「春日」を

冠するとともに、「大字」「字」及び大字名を削除

する。 

ただし、これにより難い場合については、必要に応

じて変更を行うこととする 

高崎市 245,100 高崎市 

（群馬県） 

H21.6.1 
多野郡 

吉井町 
24,987 

編入 

高崎市及び吉井町の町名、字名については、合併時

までに、調整するものとする。 

真岡市 66,362 真岡市 

（栃木県） 

H21.3.23 
芳賀郡 

二宮町 
16,640 

編入 

町名、字名の取扱いについては、真岡市は現行のと

おりとし、二宮町においては、大字を削除した町名

とする。  

焼津市 120,109 焼津市 

（静岡県） 

H20.11.1 志太郡 

大井川町 
22,992 

編入 

焼津市及び大井川町の区域における町名・字名に

ついては、原則として現行のとおりとする。 

  ただし、合併に際し、大井川町の区域における町

名・字名の変更が必要となった場合は、当該地域住

民の意思を尊重し、検討するものとする。 

熊本市 669,603 熊本市 

（熊本県） 

H20.10.6 下益城郡 

富合町 
7,962 

編入 

１ 熊本市の区域内の町名については、現行どおりと

する。 

２ 富合町の区域については、「下益城郡富合町」を

「熊本市富合町」に置き換え、現行の大字名から「大

字」の文字を削除する。 

福島市 290,869 
福島市 

（福島県） 

H20.7.1 
伊達郡 

飯野町 
6,488 

編入 

(1) 町(字)の区域については、現行のとおりとする。 

(2) 町(字)の名称については、福島市は現行のとお

りとし、飯野町においては、「大字」の二字を削除

する。ただし、「飯野町大字飯野」の区域は、「大

字」の二字のほか、大字に続く「飯野」の表示を削

除する。 
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議案（３１） 
 
 地方税の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 

         
松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 

 

 地方税の取扱いについて 

 
両市町で差異のない税率は、現行のとおりとし、差異のある税率については、次の

とおり取扱うものとする。 
 
（１）法人市町村民税は、松江市の例により調整する。ただし、合併年度及びそれに
続く５年度を限度として、合併時点の市町村の合併の特例に関する法律で認められ
た範囲内の最大期間において不均一課税とする。 

 
（２）軽自動車税は、松江市の例により調整する。ただし、合併年度及びそれに続く
５年度を限度として、合併時点の市町村の合併の特例に関する法律で認められた範
囲内の最大期間において不均一課税とする。 

 
（３）都市計画税は、松江市の例により調整する。ただし、東出雲町の市街化区域に
おける都市計画税については、合併年度及びそれに続く５年度を限度として、合併
時点の市町村の合併の特例に関する法律で認められた範囲内の最大期間において
課税しないこととする。 
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（参考資料） 

「地方税の取扱い」に関する主な根拠法令 
 
『地方自治法』 
（地方団体の課税権） 
第２２３条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収する
ことができる。 

 
『地方税法』 
（地方団体の課税権） 
第２条 地方団体は、この法律の定めるところによって、地方税を賦課徴収することが
できる。 

（地方税の賦課徴収に関する規定の形式） 
第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収に
ついて定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 

（市町村が課することができる税目） 
第５条 市町村税は、普通税及び目的税とする。 
２ 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要
すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事
情があるものについては、この限りでない。 
 （１） 市町村民税 
 （２） 固定資産税 
 （３） 軽自動車税 
 （４）  市町村たばこ税 
 （５） 鉱産税 
 （６） 特別土地保有税 
３ 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起こして、普通税を課すること
ができる。 

４ 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。 
５ （略） 
６ 市町村は、前２項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課
することができる。 
 （１） 都市計画税 
 （２） 水利地益税 
 （３） 共同施設税 
 （４） 宅地開発税 
 （５） 国民健康保険税 
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７ 市町村は、第４項及び第５項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほ
か、別に税目を起こして、目的税を課することができる。 

（公益等に因る課税免除及び不均一課税） 
第６条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、
課税をしないことができる。 

２ 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税
をすることができる。 

（受益に因る不均一課税及び一部課税） 
第７条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税
をし、又はその一部に課税をすることができる。 

（市町村の廃置分合があった場合の課税権の承継） 
第８条の２ 市町村の廃置分合があつた場合（次条第１項本文の規定に該当する場合を
除く。）においては、当該廃置分合により消滅した市町村（以下本条において「消滅
市町村」という。）に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利（以下本条にお
いて「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。）は、当該消滅市町村の地域が新た
に属することとなつた市町村（以下本条において「承継市町村」という。）の区域に
よつて、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る
権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした
申告、不服申立て（異議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。）その他の手続は、
それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、
不服申立てその他の手続とみなす。 

２～３ （略） 
４  前３項の規定によつて承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場
合においては、当該承継市町村が条例で別段の定めをしない限り、その承継すべき
当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に
係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則
その他の定めの例によるものとする。この場合において、承継市町村が第５条第３
項の規定によつて課する普通税又は同条第７項の規定によつて課する目的税（以下
本項において「法定外税」という。）を課することとしており、かつ、当該承継市町
村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれらと課税客体を
同じくする同種の法定外税があるため、同種の法定外税を重複して課することとな
るときは、当該消滅市町村に係る法定外税の納税義務者に対しては、当該承継市町
村は、当該承継市町村の条例の定めるところによつて、これらの法定外税のうちい
ずれか１を課するものとしなければならない。 
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『市町村の合併の特例等に関する法律』 （平成 22 年 3 月 31 日失効） 
（地方税に関する特例） 
第１６条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均
衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額につい
て合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたって均
一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併
が行われた日の属する年度及びこれに続く５年度に限り、その衡平を欠く程度を限度
として課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。 

２～３ （略） 
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地方税の概要 

 
１．地方税とは 
地方自治体は、地域に密着した教育、保健衛生、上下水道、警察・消防など福祉や

生活環境を中心とした仕事（公共の仕事）を行うため、地方税法、条例により、これ
らに必要な経費を税金という形で住民の方々に負担していただいています。地方税は、
県税と市町村税に分けられ、市町村税は次のようになっています。 
 
（１）市町村民税  

市町村民税は、均等割と所得割（法人税割）とがあります。具体的には、市町村
内に住所のある個人などに課税される個人の市町村民税と、市町村内に事務所また
は事業所のある法人などに課税される法人の市町村民税があります。 
■ 個人市町村民税  
（ア） 均等割…均等割の標準税率は、３，０００円。 
（イ） 所得割…所得割の標準税率は、６％。前年中の所得に対して課税されます。 

 
※ 標準税率…地方公共団体が課税する場合に通常よるべき税率として地方税法に規定
されている標準的な税率  
■ 法人市町村民税 
（ア）均等割…法人市町村民税の均等割は、所得の有無にかかわらず課税されます。 

標準税率は、資本金等と従業員数に応じて、年額で５万円から３００万円まで
９段階に分かれています。制限税率は、標準税率の１．２倍となっています。 

 
（イ）法人税割…法人市町村民税の法人税割は、市町村の条例で定められている税

率を乗じて計算します。標準税率は、１２．３％、制限税率は、１４．７％で
す。 

※ 制限税率…地方公共団体が税率を定める場合に、それを超えることができない税率 
 
（２）固定資産税  
固定資産税は、土地、家屋や償却資産にかかる税金で、納税義務者は、毎年１月１

日（賦課期日）現在の固定資産の所有者です。固定資産の評価は、総務 大臣が定めた
固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに
課税標準額を算定します。固定資産税は、この課税標準 額に税率を乗じて計算します。 
※ 償却資産…工場で使われる機械や事務所の備品などの事業用資産をいいます。ただ
し、営業権や特許権などの無形減価償却資産、自動車税や軽自動車税がかかる自動車
や軽自動車などは償却資産から除きます。 

 
（ア）税 率  
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固定資産税の標準税率は、１．４％です。 
（３）軽自動車税  
毎年４月１日において、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自

動車を所有する者に課税されます。  
（ア）税 率 
軽自動車税の標準税率は、車種、排気量などにより１台あたりの年額で定められ

ており、例えば、５０CC 以下の原動機付自転車は、１，０００円、 自家用の軽四
輪乗用車は、７，２００円などとなっています。制限税率は、標準税率の１．５倍
と定められています。 

 
（４）市町村たばこ税  
市町村たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの定価の中に国税、

道府県税(都税)、市町村税が含まれています。納税義務者は、製造たばこの製造者、特
定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者です。 
（ア）税 率 
市町村たばこ税の税率は、製造たばこ 1,000 本につき、３，２９８円です。た

だし、旧 3級品の紙巻たばこについては、1,000 本につき１，５６４円。 
 
（５）特別土地保有税  
特別土地保有税は、投機的な土地取得の抑制と宅地供給の促進を図る目的で設けられ

た税金で、土地の保有にかかるものと土地の取得にかかるものがあり ます。納税義務
者は、一定規模以上の土地を取得したり保有している方です。 税額は、土地の取得価
額に税率を乗じ、その額から、固定資産税や不動産取得税に相当する額を差し引いて計
算します。 
（ア）税 率 

特別土地保有税の税率は、保有については、１．４％、取得については、３％
です。 

 
（６）入湯税  
鉱泉浴場（いわゆる温泉）の入浴客に課税されます。  
（ア）税 率 

一人１日について１５０円です。 
 
（７）都市計画税 
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内の土地や家屋 の所有

者に課税され、市町村が行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する 費用に充てら
れます。都市計画税は、通常、固定資産税と併せて課税されます。税額の計算方法は、
固定資産税とほぼ同じです。 
（ア）税 率 
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都市計画税の税率は、０．３％の制限税率となっています。 
２．納期 
地方税法では、地方税についてそれぞれ納期が定められています。その主なものは

次のようになっています。 
（１）市町村民税（個人） ６月、８月、１０月、１月において、条例で定める。 
（２）固定資産税 ４月、７月、１２月、２月において、条例で定める。 
（３）軽自動車税 ５月中において、条例で定める。 
※（１）（２）（３）とも特別事情がある場合においては、これと異なる納期を定めるこ
とができる。 
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地方税率の状況

松江市 東出雲町

（ア）個人均等割
３，０００円 ３，０００円

（イ）所  得  割
標準税率 標準税率

（ウ）法人均等割
標準税率×１．２ 標準税率

（エ）法 人 税 割
１４．７％ １４．７％

１．４％ １．４％

標準税率×１．２ 標準税率

一定税率 一定税率

保有：１．４％、取得：３％ 保有：１．４％、取得：３％

１５０円 １５０円

０．２％ ―（２）都市計画税

（４）市町村たばこ税

（５）特別土地保有税

２　目　 的 　税

（１）入　 湯　 税

1　普　 通　 税

（１）市町村民税

（２）固定資産税

（３）軽自動車税
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（単位：千円）

＊(内超過分) ＊(内超過分) ＊(内超過分)

１　普通税 26,013,524 564,861 1,592,466 14,274 27,605,990 579,135

（１）市町村民税 12,657,756 513,748 684,506 14,274 13,342,262 528,022

　（ア）個人均等割 274,791 21,082 295,873 0

　（イ）所得割 9,038,899 541,094 9,579,993 0

　（ウ）法人均等割 732,183 114,082 36,323 768,506 114,082

　（エ）法人税割 2,611,883 399,666 86,007 14,274 2,697,890 413,940

（２）固定資産税 11,952,111 795,795 12,747,906 0

（３）軽自動車税 401,606 51,113 30,416 432,022 51,113

（４）市町村たばこ税 1,002,051 81,749 1,083,800 0

（５）特別土地保有税 0 0 0

２　目的税 0 0

（１）入湯税 112,713 112,713 0

（２）都市計画税 1,107,929 1,107,929 0

合計 27,234,166 564,861 1,592,466 14,274 28,826,632 579,135

参考資料：平成２０年度決算統計

＊内超過分：標準税率超過収入分

合計松江市 東出雲町

平成２０年度　地方税決算状況
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地
方
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先進事例            

最近の合併事例における地方税の取扱い 

関係市町村 
市町村名 

合併年月日 市町村名 
人口 

（H17国調) 

合併

の 

方 

式 

取扱い内容 

佐世保市 248,041 

北松浦郡江迎町 5,922 

佐世保市 

（長崎県） 

Ｈ22.3.31（予定） 

北松浦郡鹿町町 5,390 

編入 

佐世保市の制度に合わせる。 

 ただし、法人市（町）民税の法人税割については、

市町村の合併の特例に関する法律第16条第1項の規

定により、不均一課税とすることとし、期間を合併

年度及びこれに続く３年度とする。 

宮崎市 310,123 
宮崎市 

（宮崎県） 

Ｈ22.3.23（予定） 
宮崎郡清武町 28,696 

編入 

宮崎市の制度等に統一する。 

 ただし、清武町域では、合併年度及びこれに続く5

年度については、現行税率を適用する。 

高崎市 245,100 

高崎市 

（群馬県） 

H21.6.1 

多野郡吉井町 24,987 

編入 

高崎市の制度等に統一する。 

 ただし、吉井町の町民税法人税割及び都市計画税

については、市町村の合併の特例に関する法律第16

条第1項の規定により合併年度の平成21年度及びこ

れに続く平成22年度から平成26年度までは現行の税

率とする。 

【理由】両市町間の制度に若干の差異はあるが、合

併後の行政運営の一体性を確保する観点から、高崎

市の制度に統一することが望ましい。ただし、市町

村民税の法人税割と都市計画税については、激変緩

和措置として、不均一課税を実施することが適当と

考えられる。 

前橋市 318,584 

前橋市 

（群馬県） 

H21.5.5 

勢多郡富士見村 22,320 

編入 

前橋市の制度等に統一する。 

 ただし、都市計画税については、富士見都市計画

用途地域の区域に対し、市町村の合併の特例に関す

る法律第16条第1項の規定を適用し、合併年度及びこ

れに続く5年度に限り、課税を行わない。 
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関係市町村 
市町村名 

合併年月日 市町村名 
人口 

(H17国調) 

合併

の 

方 

式 

取扱い内容 

富士市 236,474 

富士市 

（静岡県） 

H20.11.1 

庵原郡富士川町 16,823 

編入 

富士市の制度に統一する。 

ただし、富士川町の区域については、市町村の合

併の特例等に関する法律第１６条第１項の規定を適

用し、岳南広域都市計画区域に編入されるまでの間、

都市計画税の税率を０.２％とする。 

また、課税対象区域は、富士川都市計画区域の用

途地域内とする。 

福島市 290,869 
福島市 
（福島県） 
H20.7.1 

伊達郡飯野町 6,488 

編入 

福島市の制度に調整後統一する。 

 法人税割については、合併年度及びこれに続く5

年度に限り不均一課税とし、その後、福島市の制度

に統一する。 

島田市 96,078 

島田市 
（静岡県） 
H20.4.1 

榛原郡川根町 6,030 

編入 

 

(1) 個人市町民税・法人市町民税の税率及び納期は

現行のとおりとする。 

(2) 固定資産税の税率は現行のとおりとし、納期、

課税免除及び減免の対象については合併時に島田市

の例により統合する。 

(3) 軽自動車税の税率及び減免の対象は現行のとお

りとし、納期については合併時に島田市の例により

統合する。 

(4) 都市計画税は、合併時に島田市の例により統合

する。合併後に川根地区で都市計画区域指定が行わ

れれば、都市計画税を賦課する。 

(5) 入湯税については､合併時に川根町の例により

統合する。 
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議案（３２） 
 
 地域協議会の設置について、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 
         
             松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 地域協議会の設置について 

 
行政区域の拡大に伴い、地域住民の声を施策に反映させ合併後の市全体の一体的振

興を図るとともに、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するため、合併時点の市
町村の合併の特例に関する法律に規定する地域審議会の機能を包含した地域協議会を
地方自治法第１３８条の４第３項の規定による附属機関として、現在の東出雲町の区
域に設置する。 
 
（１）名称、所掌事務、組織、委員の任期、選任方法及び議事運営等は、松江市地域

協議会設置条例及び松江市地域協議会運営規則の定めによる。 
 
（２）設置期間は、松江市地域協議会設置条例の趣旨を踏まえ、合併後概ね１０年間

とする。 
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（参考資料） 

地域協議会の設置に関する根拠法令（抜粋） 

 
 

『市町村の合併の特例等に関する法律』 （平成 22 年 3 月 31 日失効） 
 
(地域審議会) 
第２２条 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村
の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合
併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に
意見を述べる審議会(次項において「地域審議会」という。)を置くことができる。 

２ 地域審議会の構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し
必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。 

３ 前２項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議
が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。 

４ 合併市町村は、第２項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条
例でこれを定めなければならない。 

 
 
『地方自治法』 
 
第１３８条の４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、
法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 

２ 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共
団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、
規則その他の規程を定めることができる。 

３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関と
して自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査
のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この
限りでない。 
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『松江市地域協議会設置条例』 
 
(設置) 
第１条 合併による行政区域の拡大に伴い、地域住民の声を施策に反映さ
せ新市全体の一体的振興を図るとともに、地域の特性を活かしたまちづ
くりを推進するため、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１３８条
の４第３項の規定による附属機関として、合併前の八束郡鹿島町、同郡
島根町、同郡美保関町、同郡八雲村、同郡玉湯町、同郡宍道町及び同郡
八束町の区域(以下「当該区域」という。)ごとに、地域協議会(以下「協
議会」という。)を置く。 

 
(協議会の名称及び対象区域) 
第２条 協議会の名称及び対象区域は、次のとおりとする。 

名称 対象区域 

鹿島地域協議会 合併前の八束郡鹿島町の区域 

島根地域協議会 合併前の八束郡島根町の区域 

美保関地域協議会 合併前の八束郡美保関町の区域 

八雲地域協議会 合併前の八束郡八雲村の区域 

玉湯地域協議会 合併前の八束郡玉湯町の区域 

宍道地域協議会 合併前の八束郡宍道町の区域 

八束地域協議会 合併前の八束郡八束町の区域 

(所掌事務) 
第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 
（１） 新市建設計画の変更及び執行状況について、市長の諮問に応じ

て審議、答申するほか、必要と認める事項について提言すること。 
（２） 地域独自の事務事業について提言すること。 
（３） 地域のまちづくり指針及び地域のまちづくりに係る予算につい

て提言すること。 
(組織) 
第４条 協議会は、当該区域ごとに委員２０名以内をもって組織する。 
２ 委員は、選考委員会の意見を尊重し、市長が選任する。 
３ 前項の選考委員会は、市長が当該区域ごとに設置する。 
(庶務) 
第８条 協議会の庶務は、当該区域の支所において処理する。 
(委任) 
第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、
規則で定める。 

附 則 
１～４ （略） 
(失効) 
５ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、
この条例の失効前に第３条に規定する事務の執行状況等を勘案し、この
条例の効力を見直すことができる。 

６ （略） 
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『松江市地域協議会運営規則』 
 
 (趣旨) 
第１条 この規則は、松江市地域協議会設置条例(平成 17 年松江市条例第
390 号)第 9 条の規定に基づき、地域協議会(以下「協議会」という。)の
運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会議の開催) 
第２条 協議会の開催は、年 4 回を定例とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたとき、又は委員の 4 分
の 1 以上のものから招集の請求があったときには、臨時に開催すること
ができる。 

(意見聴取) 
第３条 協議会は、必要があるときは当該協議会の委員以外の出席を求め、
意見を聴くことができる。 

(専門部会) 
第４条 協議会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。 
(雑則) 
第５条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、
会長が協議会に諮って定める。 
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。
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先進事例 

最近の合併事例における地域協議会の設置について 

関係市町村 
市町村名 

合併年月日 市町村名 
人口 

(H17国調) 

合併

の 

方 

式 

取扱い内容 

高崎市 245,100 

高崎市 

（群馬県） 

H21.6.1 

多野郡吉井町 24,987 

編入 

 

吉井町の区域に、市町村の合併の特例等に関する

法律第２２条第１項の規定により地域審議会を置

き、同条第２項の規定により組織及び運営に関して

必要な事項について別紙のとおり定める。 

 

２ 理由 

（１）合併による行政区域の拡大に伴い、合併前の

区域の住民の意見を地域の施策に反映させるとと

もに、きめ細かな行政サービスを提供するため、新

市の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事

項について意見を述べる機関を設置する必要があ

る。 

 

（２）市町村の合併の特例等に関する法律では、地

域審議会のほかに地域自治区や合併特例区の設置

も可能であるが、平成１８年１月２３日の５市町村

の合併及び同年１０月１日の２市町の合併では、高

崎地域を除く５つの地域に地域審議会を設置した

経緯がある。 
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関係市町村 
市町村名 

合併年月日 市町村名 
人口 

(H17国調) 

合併

の 

方 

式 

取扱い内容 

福島市 290,869 

伊達郡飯野町 6,488 

福島市 
（福島県） 
H20.7.1 

榛原郡川根町 6,030 

編入 

合併新法第２２条の規定に基づき、合併前の飯野町

の区域に地域審議会を設置し、必要な事項を、定め

る。 

福島市及び伊達郡飯野町の廃置分合に伴う地域審

議会の設置に関する協議書 

（設置） 

第１条 市町村の合併の特例等に関する法律（平成

16 年法律第59 号）第22 条第１項の規定に基づき、

合併前の飯野町の区域に地域審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

 

（名称及び所管区域） 

第２条 審議会の名称及び所管する区域（以下「所

管区域」という。） は、次のとおりとする。 

名称：飯野地域審議会 

所管区域：合併前の飯野町の区域 

 

（設置期間） 

第３条 審議会は、市町合併後速やかに設置するこ

ととし、設置期間は、平成３１年３月３１日までの

概ね１０年間とする。 

 

（所掌事務） 

第４条 審議会は、市長の諮問に応じ、所管区域に

係る次に掲げる事項について審議し、答申するもの

とする。 

（1）合併市町村基本計画の執行状況に関する事項 

（2）合併市町村基本計画の変更に関する事項 

（3）その他市長が必要と認める事項 

２ 審議会は、所管区域に関し必要と認める事項を

審議し、市長に意見を述べることができる。 

 

以下（略） 

 

 

 

 

- 38 -



関係市町村 
市町村名 

合併年月日 市町村名 
人口 

(H17国調) 

合併

の 

方 

式 

取扱い内容 

気仙沼市 66,423 

気仙沼市 

（宮城県） 

H21.9.1 

 

 

前回、唐桑町

合併時

（H18.3.31）

の期間 

H18.3.31 

～ 

H28.3.31 

（10年間） 

本吉町 11,588 

編入 

地域自治区の設置に関する協議書より一部抜粋 

（設置期間） 

第３条 地域自治区の設置期間は，合併の日から平

成28年3月31日までとする。 

第４条 地域自治区の事務所の位置，名称及び所管

区域は，次のとおりとする。 

事務所の位置：本吉町津谷舘岡10 番地 

事務所の名称：本吉地域自治区事務所 

所管区域：合併前の本吉町の区域 

（地域協議会の設置及び構成員） 

第７条 地域自治区に，地域協議会を置く。 

２ 地域協議会を組織する構成員（以下「委員」と

いう。）は，20 人以内とする。 

（地域協議会の権限） 

第９条 地域協議会は，次に掲げる事項のうち，市

長その他の市の機関により諮問されたもの又は必

要と認めるものについて，審議し，市長その他の市

の機関に意見を述べることができる。 

（１）地域自治区の事務所が所掌する事務に関する

事項 

（２）前号に掲げるもののほか，市が処理する地域

自治区の区域に係る事務に関する事項 

（３）市の事務処理に当たっての地域自治区の区域

内に住所を有する者との連携の強化に関する事項 

２ 市長は，次に掲げる地域自治区の区域に係る事

項については，あらかじめ，地域協議会の意見を聴

かなければならない。 

（１）新市基本計画の変更に関する事項 

（２）新市基本計画の執行状況に関する事項 

（３）市の基本構想の策定及び変更に関する事項 

（４）各種地域計画の策定及び変更に関する事項 

（５）公の施設の設置，廃止及び管理運営に関する

事項 

（６）前各号に掲げるもののほか，市長が認める重

要事項 

以降（略） 
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議案（３３） 
 
慣行の取扱いについて、下記のとおり提案する。 

 
 
平成２２年２月１０日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 慣行の取扱いについて 

  
慣行の取り扱いについては、松江市の例により統一する方向で調整する。 

 ただし、東出雲町の柿等、地域の文化や産業の特性上、継承の必要があるものは、
合併後に検討する。 
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慣行の取扱い比較表 

調整の方針 

１．現行どおりとする。 

２．（松江市）の例により調整する。（一元化） 

３．新たに制度化する。 

４．合併後、時間をかけて調整する。 

 

１．市・町章 

調整の方針案  ２ 

松江市 東出雲町 

          

  

 

「松」の字を公木とくずし、これを図案化すると

ともに、外郭は城址亀田山を、中は松葉を意味し

ています。 

              

 

 

「ひがしいずも」を図案化し、町の円満・団結・

融和を象徴しています。 
 

制定時期 平成１７年３月３１日 制定時期 昭和３８年１１月５日 
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慣行の取扱い比較表 

調整の方針 

１．現行どおりとする。 

２．（松江市）の例により調整する。（一元化） 

３．新たに制度化する。 

４．合併後、時間をかけて調整する。 

 

２．市・町民憲章 

調整の方針案  ２ 

松江市 東出雲町 

 
 
私たちは松江市民です。雄大な日本海、

美しい中海と宍道湖、八雲立つ山々にい
だかれた松江がだいすきです。 
私たちはこのかけがえのない自然を守

り、先人のつちかった歴史を誇りとし、
住む人に希望と勇気を与えるまちにしま
す。 
私たちは訪れる人にもてなしの心で接

し、新しい松江のまちを築くため、手を
とりあって進みます。 
 

一、青い海と湖、緑あふれる美しい自然
のめぐみを大切に、きれいなまちにし
ます。 
 

一、人の立場を重んじ、すこやかで心に
ゆとりのある、明るく住みよいまちに
します。 
 

一、礼をつくし勉学にいそしみ、未来に
はばたく、希望にみちたまちにします。 
 

一、はるかな歴史のいとなみと、つちか
われた文化をうけつぎ、心ゆたかなま
ちにします。 

 
一、働くことによろこびと誇りをもち、
活気がみなぎる、いきいきとしたまち
にします。 

 

～わたしたちのめあてとねがい～ 

わたしたちは、遠い神話と美しい山河に恵まれた
東出雲町民です。この憲章をもとに、力を合わせ
明るく住みよい郷土をつくり、豊な未来をひらき
ます。 

・広い視野に立ち、未来へ伸びる若い力を育て、
活力みなぎる町をつくります。 

・働くことに喜びをもち、魅力ある産業を伸ばし、
栄える町をつくります。 

・心のふれあいを大切にし、明るく健康で、やさ
しい町をつくります。 

・教養を深め、伝統を重んじ、文化のかおり高い
町をつくります。 

・豊な自然を愛し、うるおいと安らぎのある、 
美しい町をつくります。 

制定時期 平成１８年１０月８日 制定時期 平成６年４月１日 
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慣行の取扱い比較表 

調整の方針 

１．現行どおりとする。 

２．（松江市）の例により調整する。（一元化） 

３．新たに制度化する。 

４．合併後、時間をかけて調整する。 

 

３．市・町の花 

調整の方針案  ２ 

松江市 東出雲町 

 
椿 ：歴史的・文化的にも市民生活に根づいた花 

であり、全市域に自生し親しまれている。 
気どらない優美さは落ち着きのあるまち 
「松江」にふさわしい。 

  
牡丹：松江市の特産品として世界的にも誇れる花 

であり、また、優雅で美しい花はきれいで
明るいまち「松江」にふさわしい。 

 
つつじ ：寿命が長く、種類も豊富であり、国内 
         で最も多く産し、愛されている花木で 
         あることから、憩いと安らぎに満ちた 
        「つつじの町」として発展することを 
     願い、町制３０周年を記念して選定し 

た。 

制定時期 平成１８年１０月８日 制定時期 昭和５９年６月１５日 

 

４．市・町の木 

調整の方針案 

 ２ ※木については、松江市の例により調整する。 
  
 ４ ※柿については、合併後に新たな調整項目「市の果樹」として 

検討する。 

松江市 東出雲町 

 
松 ：本市には、松江城山、美保関をはじめいた 

るところにあり、全市域で親しまれ、松江 
市の「木」としてふさわしい。 

 
桜 ：松江市内には城山をはじめ桜の名所がたく

さんあり、桜にちなむ祭りも多く、市民に
広く親しまれている。 

 
柿 ：上意東畑地区は、「ほし柿の里」として知 

られ、ほし柿は本町の特産品の一つであ 
る。町の風土に適し、昔から愛され親しま 
れている。 

制定時期 平成１８年１０月８日 制定時期 昭和５９年６月１５日 
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慣行の取扱い比較表 

調整の方針 

１．現行どおりとする。 

２．（松江市）の例により調整する。（一元化） 

３．新たに制度化する。 

４．合併後、時間をかけて調整する。 

 

５．市・町の魚介 

調整の方針案  １ 

松江市 東出雲町 

 
しじみ：夕景の美しさで多くの人々の心を惹きつ

ける宍道湖で獲れる「しじみ」は、宍道
湖七珍のひとつとして、全国的に有名な
松江市の特産品。 

 
鯛  ：日本海の荒波で育つ鯛は、生命の躍動感

を感じさせ、活力に溢れており、新しい
松江市の門出を祝うにふさわしいめで
たい魚。 

 
なし 

制定時期 平成１８年１０月８日  

 
 

６．市・町の歌 

調整の方針案  ３ 

松江市 東出雲町 

 
なし 

 
東出雲町歌 
白鳥音頭 
東出雲町民音頭 
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慣行の取扱い比較表 

調整の方針 

１．現行どおりとする。 

２．（松江市）の例により調整する。（一元化） 

３．新たに制度化する。 

４．合併後、時間をかけて調整する。 

７．各種宣言 

調整の方針案  ２ 

松江市 東出雲町 

 
○地球環境保全と平和都市宣言 
 
世界は今、人口の増加、社会経済活動

の拡大や高度化が、一方で環境に過大な
変化をもたらし、大気汚染、オゾン層の
破壊、地球温暖化など人類や生態系を脅
かす事態になっている。また、世界規模
の武力紛争が起きる可能性は遠のいてい
るものの、地域間紛争や世界に拡散する
テロ攻撃、核兵器に対する脅威は国際社
会の抱える大きな課題である。 
国際文化観光都市・松江市は、ラムサ

ール条約に登録されている宍道湖・中海
など自然環境に恵まれ、多くの史跡や文
化財を有し、平和と教育文化の向上に貢
献してきたところである。 
今後も恵み豊かな環境の保全と、持続

可能な社会の構築に取り組むとともに、
核兵器の廃絶と恒久平和の実現に努力す
ることを決意し、ここに地球環境保全と
平和都市の宣言を行う。 

 
○交通安全の町宣言 
 
 近時経済、文化の進展に伴う道路交通の幅湊は
いよいよ激化し、これによる交通事故の続出は大
きく社会問題化してきたのである。本町における
交通事情も車両の激増により極めて深刻となり、
町内各地において毎日のように交通事故がひん
発し、人命に対する脅威もますます強まるばかり
で、まことに憂慮に堪えないところである。しか
し、交通事故の大半は人的によるもので、法規の
遵守とともに交通道徳の涵養と交通環境の整備、
充実によりそのほとんどが阻止し得るものであ
る。 
 交通禍の脅威を除き町民の安全を確保するた
め、交通環境の改善を推進するとともに、ここに
町民一丸となって交通安全の自覚に徹する理想
町を実現すべく、東出雲町を「交通安全の町」と
することを宣言する。 

議決時期 平成１８年１０月５日  議決時期 昭和３７年３月１２日 

 
○スポーツ都市宣言 
 
私たち松江市民は、スポーツを愛し、

スポーツをとおして健康な心とからだを
つくり、明るく豊かな松江市をきずくた
め、ここにスポーツ都市を宣言します。 
 
一、私たちは、毎日の生活にスポーツを
とり入れます。 

一、私たちは、スポーツをとおしてしあ
わせな家庭と明るいまちをつくりま
す。 

一、私たちは、スポーツをとおして活力
のある豊かな松江をつくります。 

 
○非核兵器・平和の町宣言 
  
真の恒久平和は人類共通の念願である。 

 しかるに核、軍備の拡張は、依然として強まり、
世界平和、人類の生存に深刻な脅威をもたらして
いる。 
 我々は、世界最初の核被爆国民として、核兵器
の恐ろしさ、被爆者の今なお続く苦しみをかみし
め、この地球上に再び広島・長崎のあの惨禍を繰
り返させてはならないと、全世界の人びとに強く
訴えるものである。 
 ここに我々は、日本国憲法に掲げられた恒久平
和の理念を日常の町民生活の中に生かし、子々
孫々継承するために、非核兵器・平和の町たるこ
とを厳粛に宣言するものである。 

 制定時期 平成１８年１０月８日  議決時期 平成元年３月２４日 
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松江市 東出雲町 

  
○人権尊重の町宣言 
 
 社会は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基礎
とする人の和で成り立っており、和は民主社会を
確立するための基本であって、それは同時に一人
ひとりのたゆまぬ努力によって培われるもので
ある。 
 近年、産業経済の発展とともに国民生活の向上
はめざましいものがあるが、その反面急激な社会
の変貌あるいは家庭生活の変容等も生じ、その結
果人間疎外、社会意識の希薄、公徳心の欠如、法
秩序の軽視の風潮など、基本的人権の尊重を基と
して営まれる民主社会の発展を阻害する現象が
見られる。 
 このような社会情勢下において、本町では昭和
48 年「人権尊重モデル地区」として法務大臣の
指定を受け、各種の人権意識啓発事業を今日まで
継続実施してきているところである。モデル地区
指定以来 15 周年、また世界人権宣言 40 周年を経
たこのときにあたり、東出雲町の人権尊重意識の
一層の高揚をはかり、憲法の精神にそって思いや
りと感謝の心豊かな生きがいのある町づくりを
めざして邁進するため、ここに本町を「人権尊重
宣言の町」として宣言することを決議する。 

  議決時期 平成元年６月２９日 

  
○東出雲町 CI 導入宣言 
  
 豊かな自然に恵まれ、多くの産業基盤に支えら
れながら発展を続ける東出雲町。しかし、統一し
た概念による町のイメージの整備が遅れており、
町の印象は雑然としています。また、社会経済環
境の急激な変化に伴い、住民ニーズも多様化して
います。 
 これに応えるため、「東出雲町中期計画」に様々
な積極的施策を取り込み、さらに CI・サイン事
業の実施を組み入れました。新しい概念による目
的・手法の明確な CI・サイン計画を導入し、併
せて、本町の統一したアイデンティティを確立し
ます。 
 住民の皆さんと行政とが手を取り合い、誇りを
持って、新しい地域の創造に向けた町ぐるみの運
動へと育てていきます。 
 一連の施策効果をさらに高め、新しい町のイメ
ージを創造し、活力ある東出雲町に生まれ変わる
ため、ここに CIの導入を宣言します。 

 制定時期 平成６年６月１１日 
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慣行の取扱い比較表 

調整の方針 

１．現行どおりとする。 

２．（松江市）の例により調整する。（一元化） 

３．新たに制度化する。 

４．合併後、時間をかけて調整する。 

 

８．名誉市・町民制度 

調整の方針案  ２ 

松江市 東出雲町 

  
 制度 ：松江市名誉市民条例による 
  
松江市名誉市民 ：小泉八雲氏ほか 

合計２４名 
 
選定方法：松江市名誉市民選定審議会の審議を経て、 

市議会の同意を得て、市長が選定する。 
 
松江市名誉市民選定審議会： 
 
 会長 １名 報酬 9,000 円／日 
 委員１１名 報酬 8,000 円／日 

 
なし 
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（参考） 

松江市 市民憲章、市の花・木・魚介 制定までの経緯 
 

 

平成 18年 2 月 1 日   新市の市民憲章、花・木・歌などの制定に関する事項について審議し、 

その結果を市長に報告するため、市民憲章等検討委員会を設置。 

（会長 1名、副会長 2名、委員 25名） 

第 1回市民憲章等検討委員会 

 

平成 18年 2 月 15 日     第 2 回市民憲章等検討委員会 

 

平成 18年 3 月 1 日 

～3 月 31 日     市民アンケート実施 

 

平成 18年 4 月 5日    市民憲章起草委員会発足（検討委員会から委員長 1名、委員 7名） 

                        第 1 回市民憲章起草委員会 

 

平成 18年 4 月 20 日   第 2 回市民憲章起草委員会 

 

平成 18年 5 月 11 日   第 3 回市民憲章等検討委員会 

第 3回市民憲章起草委員会 

 

平成 18年 6 月 1日 

～6 月 20 日   パブリックコメント実施 

 

平成 18年 7 月 11 日   第 4 回市民憲章等検討委員会 

 

平成 18年 8 月 4日   第 5 回市民憲章等検討委員会 

 

平成 18年 8 月 9日   検討委員会（会長、副会長）から市長へ報告 

 

平成 18年 10 月 8 日   市民憲章、市の花・木・魚介制定 

             市民憲章、市の花・木・魚介の発表（於：市民体育祭） 

 

平成 18年 11 月 26 日  松江市市民憲章制定記念式典（於：島根県民会館中ホール） 
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先進事例 

最近の合併事例における慣行の取扱いについて 

関係市町村 
市町村名 

合併年月日 市町村名 
人口 

(H17国調) 

合併 

方式 
取扱い内容 

宮崎市 310,123 宮崎市 

（宮崎県） 

H22.3.23 

（予定） 
宮崎郡 

清武町 
28,696 

編入 

宮崎市章を用いるものとし、ＣＩマークも現行どおりと

する。清武町の木は合併特例区の木とし、合併特例区設

置期間終了後は、地域自治区の木とする。清武町民歌等

は合併特例区の歌とし、合併特例区設置期間終了後は、

地域自治区の歌とする。名誉町民は宮崎市に引き継ぐ。 

長野市 378,512 

上水内郡 

信州新町 
5,535 

長野市 

（長野県） 

H22.1.1 

（予定） 
上水内郡 

中条村 
2,525 

編入 

１ 市章、市の歌、市民憲章、各種宣言、市の木、市の

花及び市制記念日等については、長野市の制度に統一

する。ただし、信州新町の歌及び植物・動物並びに中

条村の歌及び木・花については、それぞれの地域の愛

唱歌及び木・花等とする。 

２ 信州新町及び中条村のシンボルマーク等は、各地域

の団体が承継、管理するものとし、地域振興に資する

ため使用することとする。 

高崎市 245,100 
高崎市 

（群馬県） 

H21.6.1 
多野郡 

吉井町 
24,987 

編入 

市章、市民憲章、市の歌、市の木・花・鳥、名誉市民制

度及び市功労者制度の取扱いについては、高崎市の制度

に統一する。ただし、吉井町の町章、町民憲章、町の歌

及び町の木・花については、住民の意向により、地域の

慣行として伝承していくことも検討するものとする。ま

た、名誉町民制度及び町功労者制度については、制度の

移行にあたり必要な措置を講じるものとする｡ 

熊本市 669,603 
熊本市 
H20.10.6 下益城郡 

富合町 
7,962 

編入 

慣行の取扱いについては、熊本市の制度に統一する。 

福島市 290,869 
福島市 
H20.7.1 伊達郡 

飯野町 
6,488 

編入 

合併時に福島市の制度に統一する。ただし、飯野町の木、

花及び鳥等で地域の文化や気候風土の特性上、継承の必

要のあるものは、今後も活用していくことを検討する。 
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議案（３４） 
 
 水道事業の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 

 
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 水道事業の取扱いについて 

 
上水道事業及び簡易水道事業の取扱いについては、次のとおり調整する。 

 
（１）東出雲町の上水道事業及び簡易水道事業については、合併時にそれぞれ松江市
に統合する方向で調整する。 
なお、合併後の市において安全な水の安定供給を図るため、水需要予測に対応し

た上水道事業計画及び簡易水道事業計画を策定し、効率的な事業経営を図り適正な
料金を設定する。 

 
（２）それぞれの事業の水道料金及び料金体系については、合併時は現行のとおりと
し、合併後３年目を目途に、事業ごとに統一する方向で調整する。 

 
（３）それぞれの事業の加入分担金については、合併時は現行のとおりとし、合併後
に、事業ごとに統一する方向で調整する。 
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（参考資料） 
水道事業の取扱いに関する根拠法令（抜粋） 

『地方公営企業法』 
（料金）  

第２１条  地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。  
２  前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な
原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。  

 
『水道法』 
（責務）  

第２条  国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くこ
とのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並び
にこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければ
ならない。  

２  国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設
並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。  

第２条の２  地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関
する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに
当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。  

２  （略）  
 （用語の定義） 
第３条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する
水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。 

２ この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をい
う。ただし、給水人口が１００人以下である水道によるものを除く。 

３ この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が５，０００人以下である水道により、水
を供給する水道事業をいう。 

４～９ （略） 
（事業の認可及び経営主体）  

第６条  水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  
２  水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする
区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものと
する。  

（供給規定） 
第１４条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給
規程を定めなければならない。 

２ 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 
(1) 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。 
(2) 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。 
(3) 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及
びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。 
(4) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 
(5)  （略） 
３～７ （略） 
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松
江
市

松
江
市

鹿
島
町

島
根
町

美
保
関
町

八
雲
町

玉
湯
町

宍
道
町

八
束
町

東
出
雲
町

松
江
市
水
道
局

斐
川
宍
道
水
道
企
業
団

東
出
雲
町

事
業
開
始
事
業
創
設
認
可

大
正
2
年
1
0
月

昭
和
3
6
年
3
月

昭
和
3
4
年
1
2
月

昭
和
3
4
年
7
月

年
月

供
用
開
始

大
正
7
年
6
月

昭
和
3
8
年
4
月

昭
和
3
7
年
4
月

昭
和
3
5
年
5
月

1
3
3
，
0
3
9
人

7
，
9
8
5
人

6
，
9
1
9
人

5
，
5
2
8
人

7
，
8
4
5
人

1
3
,0
1
7
人

1
3
1
，
1
3
7
人

7
，
9
5
6
人

6
，
7
7
9
人

5
，
5
2
4
人

7
，
8
4
1
人

1
2
,9
0
3
人

6
5
，
4
7
8
件

2
，
6
5
0
件

2
，
5
5
5
件

2
，
2
7
5
件

2
，
7
6
2
件

4
,4
2
7
件

9
8
.5
7
%

9
9
.6
4
%

9
7
.9
8
%

9
9
.9
3
%

9
9
.9
5
%

9
9
.1
2
%

6
1
，
6
0
0
 
／
日

4
，
5
0
0
 
／
日

2
2
，
0
0
0
 
／
日

4
,6
9
1
 
／
日

1
6
，
6
8
6
千
 

1
，
2
5
6
千
 

5
，
1
2
6
千
 

1
,4
6
2
千
 

5
2
，
7
3
0
 

4
，
3
7
4
 

1
7
，
1
3
7
 

4
,5
7
4
 

1
5
，
5
1
5
千
 

1
，
1
3
4
千
 

4
，
6
3
4
千
 

1
,2
9
1
千
 

9
2
.9
8
%

9
0
.3
5
%

9
0
.4
0
%

8
8
.3
4
%

2
0
2
．
7
5
円

2
3
3
．
6
3
円

1
3
6
．
3
2
円

2
0
8
.5
7
円

1
6
7
．
1
0
円

2
1
5
．
7
2
円

1
3
3
．
7
2
円

1
6
3
.9
1
円

松
江
市

島
根
町

美
保
関
町

八
雲
町

玉
湯
町

宍
道
町

八
束
町

東
出
雲
町

事
業
開
始
事
業
創
設
認
可
昭
和
3
3
年
1
1
月

昭
和
2
9
年
3
月

昭
和
3
5
年
7
月

昭
和
4
7
年
1
0
月

平
成
5
年
3
月

昭
和
4
3
年
3
月

昭
和
5
3
年
6
月

昭
和
3
4
年
7
月

年
月

供
用
開
始

昭
和
3
4
年
6
月

昭
和
2
9
年
6
月

昭
和
3
6
年
7
月

昭
和
4
8
年
1
0
月

平
成
7
年
4
月

昭
和
4
4
年
7
月

昭
和
5
7
年
6
月

昭
和
3
5
年
5
月

7
，
3
8
6
人

4
，
0
5
5
人

6
，
1
8
9
人

7
，
0
5
5
人

5
9
6
人

1
，
5
8
8
人

4
，
3
6
0
人

1
,3
3
9
人

給
水
人
口

6
，
9
1
3
人

4
，
0
4
3
人

6
，
1
8
9
人

7
，
0
3
6
人

5
9
3
人

1
，
5
7
6
人

4
,3
6
0
人

1
,3
3
7
人

給
水
戸
数

2
，
3
8
2
件

1
，
3
7
0
件

2
，
1
4
5
件

2
，
3
0
6
件

1
6
7
件

4
7
3
件

1
，
5
8
3
件

4
0
2
件

9
3
.6
0
%

9
9
.7
0
%

1
0
0
%

9
9
.7
3
%

9
9
.5
0
%

9
9
.2
4
%

1
0
0
%

9
9
.8
5
%

配
水
能
力

2
，
6
2
8
 
／
日

2
，
1
9
2
 
／
日

4
，
0
9
5
 
／
日

2
，
6
9
9
 
／
日

1
7
8
 
／
日

5
4
6
 
／
日

2
，
0
0
0
 
／
日

5
3
7
 
／
日

6
5
3
，
3
4
6
 

5
2
2
，
4
4
0
 

7
3
5
，
8
7
9
 

6
9
4
，
4
8
4
 

3
6
，
5
4
7
 

1
4
0
，
2
1
0
 

6
6
2
，
6
0
6
 

1
1
3
,5
4
6
 

2
，
5
3
3
 

1
，
8
3
2
 

2
，
7
4
1
 

2
，
3
3
3
 

1
3
0
 

6
5
2
 

2
，
2
2
2
 

3
5
0
 

5
7
6
，
3
7
5
 

3
5
8
，
0
9
5
 

5
9
8
，
1
4
5
 

6
1
4
，
6
4
7
 

3
2
，
0
2
2
 

1
2
9
，
4
8
7
 

5
2
2
，
5
2
1
 

1
1
2
,2
9
3
 

有
収
率

8
8
.2
2
%

6
8
.5
4
%

8
1
.2
8
%

8
8
.5
0
%

8
7
.6
2
%

9
2
.3
5
%

7
8
.8
6
%

9
8
.9
0
%

供
給
単
価

2
8
5
．
4
5
円

2
0
5
．
7
0
円

1
7
1
．
6
6
円

1
7
9
．
2
3
円

1
7
1
．
3
2
円

1
4
8
．
7
9
円

1
5
9
．
1
5
円

2
0
4
.2
9
円

給
水
原
価

9
0
5
．
1
5
円

2
3
6
．
4
0
円

3
3
1
．
3
5
円

2
3
1
．
0
1
円

7
1
0
．
2
9
円

5
2
9
．
3
1
円

1
1
6
．
9
8
円

1
3
2
.8
8
円

1
1

3
6

4
(+
2
)

1
5

1
5

松
江
市

島
根
町

美
保
関
町

八
雲
町

玉
湯
町

宍
道
町

八
束
町

東
出
雲
町

1
4
8
，
5
1
8
人

4
，
0
6
5
人

6
，
1
8
9
人

7
，
1
5
9
人

6
，
2
6
8
人

9
，
4
8
7
人

4
，
3
6
0
人

1
4
,5
7
9
人

9
8
.3
1
%

9
9
.4
6
%

1
0
0
.0
0
%

9
8
.2
8
%

9
7
.5
9
%

9
9
.2
6
%

1
0
0
.0
0
%

1
0
0
.0
0
%

※
松
江
市
全
体
の
行
政
区
域
内
水
道
普
及
率
は
、
9
8
.4
2
%
と
な
る
。

1
，
6
1
5
千
 

※
八
雲
町
に
は
、
飲
料
水
供
給
施
設
及
び
簡
易
給
水
施
設
（
2
施
設
）
を
含
む

6
，
1
0
0
 
／
日

上
水
道
事
業

昭
和
3
7
年
3
月

昭
和
3
9
年
6
月

給
水
区
域
内
人
口

9
3
.7
9
%

一
日
最
大
配
水
量

給
水
区
域
内
普
及
率

配
水
能
力

有
収
率

年
間
総
配
水
量

給
水
原
価

簡
易
水
道
事
業

平
成
5
年
5
月

5
，
5
9
5
 

鹿
島
町

2
3
8
．
7
1
円

2
7
8
．
3
6
円

1
，
5
1
4
千
 

供
給
単
価

行
政
区
域
内
水
道
普
及
率

9
7
.5
4
%

簡
易
水
道
の
数

2

行
政
区
域
内
人
口

7
，
7
3
5
人

鹿
島
町

行
政
区
域
内
水
道
普
及
率
（
平
成
2
1
年
3
月
3
1
日
現
在
）

4
4
，
7
6
1
 

7
6
.7
0
%

一
日
最
大
配
水
量

3
0
2
 

年
間
総
配
水
量

5
8
，
3
5
5
 

給
水
区
域
内
人
口

8
1
6
人

平
成
5
年
4
月

1
9
8
．
0
1
円

4
5
5
．
8
9
円

年
間
総
有
収
水
量

5
3
4
 
／
日

給
水
区
域
内
普
及
率

9
3
.8
7
%

7
6
6
人

2
1
8
件

松
江
市
水
道
局

上
水
道
・
簡
易
水
道
事
業
の
概
要
（
平
成
2
1
年
3
月
3
1
日
現
在
）

給
水
人
口

給
水
戸
数

事
業
な
し

事
業
な
し

事
業
な
し

事
業
な
し

事
業
体

年
間
総
有
収
水
量

※ 斐 川 宍 道 水 道 事 業 団

　 配 水 能 力 以 下 項 目 は 企 業 団

区 域 全 体 ( 斐 川 町 含 む ) 数 値
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島
根
町
美
保
関
町
八
雲
村
八
束
町

口
径

金
額

口
径

金
額

基
本
水
量
料
金

水
量

料
金

1
3
m
m

5
7
7
.5
円

1
3
m
m

5
7
7
.5
円

一
般

8
 
ま
で
1
,0
0
5
.9
円

8
 
超
～
3
0
 
1
5
8
.5
5
円

基
本
水
量

料
金

水
量

料
金

2
0
m
m

1
,1
5
5
円

2
0
m
m

1
,1
5
5
円

3
0
 
超
～
5
0
 
1
9
7
.4
0
円

9
 
～
3
0
 

1
8
0
円

2
5
m
m

2
,7
3
0
円

2
5
m
m

2
,7
3
0
円

5
0
 
超
～
1
0
0
 
2
2
5
.7
5
円

～
8
 

1
,0
4
0
3
1
 
～
5
0
 

2
1
0
円

4
0
m
m

8
,6
1
0
円

3
0
m
m

4
,2
0
0
円

1
0
0
 
超
～
1
5
0
 
2
4
9
.9
0
円

5
1
 
～

3
2
0
円

5
0
m
m

1
4
,7
0
0
円

4
0
m
m

8
,6
1
0
円

1
5
0
 
超
～
2
0
0
 
2
8
5
.6
0
円

1
1
 
～
3
0
 

2
4
0
円

7
5
m
m

3
9
,9
0
0
円

5
0
m
m

1
4
,7
0
0
円

2
0
0
 
超
～
2
5
0
 
3
0
4
.5
0
円

～
1
0
 

1
,6
0
0
3
1
 
～
5
0
 

3
0
0
円

1
0
0
m
m

8
1
,5
8
5
円

7
5
m
m

3
9
,9
0
0
円

2
5
0
 
超
～
3
2
5
.5
0
円

5
1
 
～

3
6
0
円

1
5
0
m
m
2
2
1
,6
5
5
円

1
0
0
m
m

8
1
,5
8
5
円

営
業

2
0
 
ま
で
4
,4
1
0
円

臨
時
用

～
1
0
 

3
,0
0
0
1
1
 
～

4
2
0
円

1
5
0
m
m
2
2
1
,6
5
5
円

臨
時
用
1
 
ま
で
3
2
5
.5
円

臨
時
用

2
,9
0
8
.5
円

使
用
水
量

金
額

基
本
水
量

料
金

水
量

料
金

私
設
共
同

～
8
 

1
,0
4
0
9
 
～

1
8
0
円

1
0
 
ま
で

7
4
.5
5
円

使
用
水
量

金
額

公
設
共
同

～
8
 

1
,0
4
0
9
 
～

1
8
0
円

1
0
 
超
～
2
0
 

1
5
8
.5
5
円

1
0
 
ま
で

7
8
.7
5
円

2
0
 
超
～
4
0
 

2
8
3
.5
0
円

1
0
 
超
～
2
0
 

1
6
8
円

4
0
 
超
～
6
0
 

3
1
5
円

2
0
 
超
～
4
0
 

2
7
3
円

口
径
種
別

１
カ
月
使
用
料

6
0
 
超

3
2
5
.5
円

4
0
 
超
～
6
0
 

3
4
1
.2
5
円

1
3
m
m

7
0
円

6
0
 
超

4
0
4
.2
5
円

基
本
水
量
料
金

水
量

料
金

2
0
m
m

1
4
0
円

1
 
に
つ
き

1
1
1
.3
0
円

一
般
用

8
 
ま
で

9
8
7
円
9
 
～
3
0
 
1
3
2
.3
0
円

2
5
m
m

1
6
0
円

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

1
 
に
つ
き

5
2
5
円

3
1
 
以
上
1
6
4
.8
5
円

4
0
m
m

2
9
0
円

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

営
業
用

1
0
 
ま
で
1
,2
7
0
.5
円
1
 
に
つ
き
1
9
0
.0
5
円

5
0
m
m

1
,3
5
0
円

官
公
署
用

1
0
 
ま
で
1
,2
7
0
.5
円
1
 
に
つ
き
1
6
4
.8
5
円

7
5
m
m

1
,5
5
0
円

学
校
用

5
0
 
ま
で
6
,3
4
2
円
1
 
に
つ
き
1
6
4
.8
5
円

1
0
0
m
m

2
,6
0
0
円

工
場
用

5
0
0
 
ま
で
6
3
,4
2
0
円
1
 
に
つ
き
1
9
0
.0
5
円

プ
ー
ル
用

1
0
7
.1
0
円

臨
時
用

5
0
7
.1
5
円

集
会
所

4
 
ま
で

5
0
4
円
4
 
を
超
え
る
分
1
6
4
.8
5
円

墓
地

児
童
公
園
等

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

事
業
な
し

毎
月
検
針
・
毎
月
徴
収

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
（
税
抜
き
）

◎
上
水
道
料
金
及
び
簡
易
水
道
料
金
（
税
抜
き
）

専 用 給 水 装 置

用
途

超
過
料
金

(１
ｍ
３
又
は
そ
の
端
数
毎
に
)

一
般
用

共 用 給 水 装 置

営
業
用

団
体
用 用
途

基
本
料
金

超
過
料
金

(１
ｍ
３
又
は
そ
の
端
数
毎
に
)

基
本
料
金

松
江
市

水
道
料
金
、
検
針
・
料
金
徴
収

上
水
道
事
業

東
出
雲
町

松
江
市
・鹿
島
町

玉
湯
町

事
業
な
し
事
業
な
し
事
業
な
し

隔
月
検
針
・
隔
月
徴
収

隔
月
検
針
・
隔
月
徴
収

一
般
用
と
同
じ

基
本
料
金

共
用

1
戸
に
つ

き
8
 
ま

で

超
過
料
金
（
1
 
に
つ
き
）

1
 
を
超
え
る
分
3
2
5
.5
0
円

1
0
0
5
.9
円

隔
月
検
針
・
隔
月
徴
収

1
 
に
つ
き

1
 
に
つ
き

基
本
料
金

超
過
料
金
（
1
 
に
つ
き
）

用
途

基
本
料
金
（
メ
ー
タ
ー
口
径
別
）
基
本
料
金
（
メ
ー
タ
ー
口
径
別
）

一
般
用
と
同
じ

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

用
途

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

宍
道
町

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

臨
時
用

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

給
水
料
金
（
１
 
に
つ
き
）

口
径
1
3
m
m
～
2
5
m
m

公
衆
浴
場

給
水
料
金
（
１
 
に
つ
き
）
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簡
易
水
道
事
業

超
過
料
金

基
本
水
量

料
金

水
量

料
金

口
径

金
額

使
用
水
量

金
額

基
本
水
量

料
金

（
1
 
に
つ
き
）

一
般
用

8
 
ま
で

1
,4
4
9
円
　
8
 
超
～
2
0
 

1
8
9
円

1
3
m
m

5
7
7
.5
円

1
0
 
ま
で

7
8
.7
5円

一
般
用

1
0
 
ま
で

2
,0
0
0
円

1
8
0
円

2
0
 
超
～
4
0
 

3
7
2
.7
5
円

2
0
m
m

1
,1
5
5
円

1
0
 
超
～
2
0
 

1
6
8円

公
共
用

5
0
 
ま
で

4
,9
0
0
円

1
8
0
円

4
0
 
超
～
6
0
 

4
2
0
円

2
5
m
m

2
,7
3
0
円

2
0
 
超
～
4
0
 

2
7
3円

営
業
用

3
0
 
ま
で

4
,9
0
0
円

1
8
0
円

6
0
 
超

4
8
3
円

3
0
m
m

4
,2
0
0
円

4
0
 
超
～
6
0
 

3
4
1
.2
5円

共
用
栓

1
 
に
つ
き

9
0
0
円

工
場
用

1
0
0
 
ま
で

2
0
,0
5
5
円
1
0
0
 
超

3
9
3
.7
5
円

4
0
m
m

8
,6
1
0
円

6
0
 
超

4
0
4
.2
5円

そ
の
他

1
 
に
つ
き

1
,4
0
0
円

5
0
m
m

1
4
,7
0
0
円

7
5
m
m

3
9
,9
0
0
円

1
 
に
つ
き

5
2
5円

口
径

1
0
0
m
m

8
1
,5
8
5
円

　
1
3
m
m

1
5
0
m
m
2
2
1
,6
5
5
円

　
2
0
m
m

臨
時
用

2
,9
0
8
.5
円

　
2
5
m
m

　
3
0
m
m

　
4
0
m
m

　
5
0
m
m

　
5
0
m
m
超

超
過
料
金

基
本
水
量

料
金

（
1
 
に
つ
き
）

基
本
水
量

料
金

水
量

料
金

基
本
水
量

料
金

水
量

料
金

一
般
用

8
 
ま
で

1
,1
5
5
円

1
7
8
円

一
般

8
 
ま
で

1
0
0
5
.9
円

8
 
超
～
3
0
 

1
5
8
.5
5円

一
般
用

8
 
ま
で

9
8
7
円
9
 
～
3
0
 

1
3
2
.3
0
円

営
業
用

1
0
 
ま
で

1
,7
3
3
円

2
1
4
円

3
0
 
超
～
5
0
 

1
9
7
.4
0円

3
1
 
以
上

1
6
4
.8
5
円

工
業
用

1
0
 
ま
で

1
,7
3
3
円

2
1
4
円

5
0
 
超
～
1
0
0
 

2
2
5
.7
5円

営
業
用

1
0
 
ま
で

1
,2
7
0
.5
円
1
 
に
つ
き

1
9
0
.0
5
円

団
体
用

1
0
 
ま
で

1
,7
3
3
円

2
1
4
円

1
0
0
 
超
～
1
5
0
 

2
4
9
.9
0円

官
公
署
用

1
0
 
ま
で

1
,2
7
0
.5
円
1
 
に
つ
き

1
6
4
.8
5
円

臨
時
用

8
 
ま
で

1
,7
3
3
円

2
1
4
円

1
5
0
 
超
～
2
0
0
 

2
8
5
.6
0円

学
校
用

5
0
 
ま
で

6
,3
4
2
円
1
 
に
つ
き

1
6
4
.8
5
円

2
0
0
 
超
～
2
5
0
 

3
0
4
.5
0円

公
民
館

共
用

8
 
ま
で

1
,3
8
6
円

1
7
8
円

2
5
0
 
超
～

3
2
5
.5
0円

神
社
用

営
業

2
0
 
ま
で

4
,4
1
0
円

臨
時
用

1
 
ま
で

3
2
5
.5
円

臨
時

玉
湯
町

2
4
,8
7
4
．
5
円

共
用

1
戸
に
つ
き

8
 
ま
で

1
0
0
5
.9
円

一
般
用
と
同
じ

1
9
0
.0
5
円

用
途

用
途

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

一
般
用
と
同
じ

1
 
を
超
え
る
分
3
2
5
.5
0円

2
0
0
 
ま
で

基
本
料
金

基
本
料
金

　
　
　
隔
月
検
針
 ・
 隔
月
徴
収

　
　
　
毎
月
検
針
 ・
 毎
月
徴
収

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

1
1
0
.2
5
円

給
水
料
金
（
１
 
に
つ
き
）

基
本
料
金

料
金

6
3
円

　
　
　
毎
月
検
針
 ・
 毎
月
徴
収

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
（
税
込
）

2
3
6
.2
5
円

1
6
2
.7
5
円

用
途

基
本
料
金
（
メ
ー
タ
ー
口
径
別
）

給
水
料
金
（
１
 
に
つ
き
）

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

用
途

超
過
料
金
（
1
 
）

八
雲
村

2
9
9
.2
5
円

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

宍
道
町

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

超
過
料
金
（
1
 
）

1
6
4
.8
5
円

基
本
料
金

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

　
　
　
毎
月
検
針
 ・
 毎
月
徴
収

　
　
　
隔
月
検
針
 ・
 隔
月
徴
収

用
途

基
本
料
金

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

臨
時
用

鹿
島
町

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

松
江
市

　
　
　
３
ヶ
月
毎
に
検
針
 ・
 ３
ヶ
月
毎
に
徴
収

市
長
が
別
に
定
め
る

7
8
7
.5
0
円

島
根
町

1
 
に
つ
き
5
0
7
.1
5
円

4
 
ま
で

5
0
4
円

4
 
を

超
え
る
分

2
0
0
 
を

超
え
る
分

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

そ
の
他
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基
本
水
量

料
金

水
量

料
金

1
0
 
ま
で

1
,5
5
0
円
1
1
 
～
3
0
 

1
3
5
円

基
本
水
量

料
金

料
金

3
1
 
～
5
0
 

1
5
5
円

1
8
0
円

5
1
 
～
1
0
0
 

1
9
5
円

～
8
 

1
,0
4
0
円

2
1
0
円

1
0
1
 
～
5
0
0
 

2
0
5
円

3
2
0
円

5
0
1
 
～
1
0
0
0
 

2
1
5
円

2
4
0
円

1
0
0
1
 
～

2
2
5
円

～
1
0
 

1
,6
0
0
円

3
0
0
円

3
6
0
円

1
 
ま
で

5
,5
5
0
円

1
 
に
つ
き

6
0
5
円

臨
時
用

～
1
0
 

3
,0
0
0
円

4
2
0
円

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

基
本
水
量

料
金

料
金

私
設
共
同

～
8
 

1
,0
4
0
円

1
8
0
円

公
設
共
同

～
8
 

1
,0
4
0
円

1
8
0
円

超
過
料
金

基
本
水
量

料
金

（
1
 
に
つ
き
）

一
般
用

8
 
ま
で

1
,1
5
5
円

1
5
2
円

1
3
m
m

7
0
円

営
業
用

1
0
 
ま
で

1
,5
2
2
円

1
5
2
円

2
0
m
m

1
4
0
円

工
業
用

1
0
 
ま
で

1
,5
2
2
円

1
5
2
円

2
5
m
m

1
6
0
円

団
体
用

1
0
 
ま
で

1
,5
2
2
円

1
5
2
円

4
0
m
m

2
9
0
円

臨
時
用

1
0
 
ま
で

1
,5
2
2
円

1
5
2
円

5
0
m
m

1
,3
5
0
円

7
5
m
m

1
,5
5
0
円

共
用

8
 
ま
で

1
,1
5
5
円

1
5
2
円

1
0
0
m
m

2
,6
0
0
円

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
　
　
な
し

◎
メ
ー
タ
ー
使
用
料
（
税
抜
き
）

　
　
　
毎
月
検
針
 ・
毎
月
徴
収

　
　
　
毎
月
検
針
 ・
 毎
月
徴
収

臨
時

用
途

基
本
料
金

基
本
料
金

共 用 給 水 装 置

用
途

水
量

東
出
雲
町

専 用 給 水 装 置

用
途

一 般 用

営 業 用

団 体 用

基
本
料
金

1
1
 
～

超
過
料
金
（
1
 
に
つ
き
）

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

基
本
料
金 　
　
　
毎
月
検
針
 ・
 毎
月
徴
収

1
1
 
～
3
0
 

3
1
 
～
5
0
 

5
1
 
～

美
保
関
町

◎
水
道
料
金
（
税
込
）

水
量

超
過
料
金

(１
ｍ
３
又
は
そ
の
端
数
毎
に
)

八
束
町

口
径
種
別

１
カ
月

使
用
料

◎
上
水
道
料
金
及
び
簡
易
水
道
料
金
（
税
抜
き
）

超
過
料
金

(１
ｍ
３
又
は
そ
の
端
数
毎
に
)

9
 
～

9
 
～

9
 
～
3
0
 

3
1
 
～
5
0
 

5
1
 
～

- 55 -



項
目

市
町
村
名

松
江
市

松
江
市
 ・
 鹿
島
町

島
根
町

美
保
関
町

八
雲
町

玉
湯
町

宍
道
町

八
束
町

東
出
雲
町

松
江
市
水
道
局
松
江
市
水
道
局

事
業
な
し

事
業
な
し

事
業
な
し

松
江
市
水
道
局

斐
川
宍
道
水
道
企
業
団
事
業
な
し

東
出
雲
町

１
４
 

１
９
 

２
２
 

２
１
 

１
９
 

1
,3
2
3
円

1
,3
6
5
円

1
,3
2
3
円

1
,2
5
1
円

1
,5
4
3
円

2
,9
0
8
円

3
,0
4
5
円

2
,9
0
8
円

2
,5
7
4
円

3
,4
3
3
円

5
,7
4
3
円

5
,7
7
5
円

4
,4
9
4
円

3
,8
9
7
円

5
,3
2
3
円

8
,5
7
8
円

8
,5
0
5
円

6
,4
6
8
円

5
,5
4
6
円

7
,5
2
8
円

1
,9
0
0
円

1
,9
4
2
円

1
,3
2
3
円

1
,2
5
1
円

1
,6
1
7
円

3
,4
8
6
円

3
,6
2
2
円

2
,9
0
8
円

2
,5
7
4
円

3
,5
0
7
円

6
,3
2
1
円

6
,3
5
2
円

4
,4
9
4
円

3
,8
9
7
円

5
,3
9
7
円

9
,1
5
6
円

9
,0
8
2
円

6
,4
6
8
円

5
,5
4
6
円

7
,6
0
2
円

3
5
,9
3
1
円

3
9
,5
3
2
円

2
1
,2
3
1
円

1
8
,3
7
5
円

3
2
,2
2
4
円

4
2
,0
2
1
円

4
5
,6
2
2
円

2
1
,2
3
1
円

1
8
,3
7
5
円

3
3
,3
3
7
円

項
目

市
町
村
名

松
江
市

鹿
島
町

島
根
町

美
保
関
町

八
雲
町

玉
湯
町

宍
道
町

八
束
町

東
出
雲
町

２
１
 

１
７
 

２
２
 

２
２
 

２
２
 

１
５
 

２
４
 

１
８
 

２
０
 

1
,8
9
0
円

1
,3
6
5
円

2
,0
0
0
円

1
,5
5
0
円

1
,5
1
1
円

1
,3
2
3
円

1
,2
5
1
円

1
,4
5
9
円

1
,5
4
3
円

3
,7
8
0
円

3
,0
4
5
円

3
,8
0
0
円

2
,9
0
0
円

3
,2
9
1
円

2
,9
0
8
円

2
,5
7
4
円

2
,9
7
9
円

3
,4
3
3
円

7
,5
0
7
円

5
,7
7
5
円

5
,6
0
0
円

4
,2
5
0
円

5
,0
7
1
円

4
,4
9
4
円

3
,8
9
7
円

4
,4
9
9
円

5
,3
2
3
円

1
1
,2
3
5
円

8
,5
0
5
円

7
,4
0
0
円

5
,8
0
0
円

6
,8
5
1
円

6
,4
6
8
円

5
,5
4
6
円

6
,0
1
9
円

7
,5
2
8
円

1
,9
3
7
円

1
,9
4
2
円

2
,0
0
0
円

1
,5
5
0
円

1
,5
1
1
円

1
,3
2
3
円

1
,2
5
1
円

1
,4
5
9
円

1
,6
1
7
円

3
,8
2
7
円

3
,6
2
2
円

3
,8
0
0
円

2
,9
0
0
円

3
,2
9
1
円

2
,9
0
8
円

2
,5
7
4
円

2
,9
7
9
円

3
,5
0
7
円

7
,5
5
4
円

6
,3
5
2
円

5
,6
0
0
円

4
,2
5
0
円

5
,0
7
1
円

4
,4
9
4
円

3
,8
9
7
円

4
,4
9
9
円

5
,3
9
7
円

1
1
,2
8
2
円

9
,0
8
2
円

7
,4
0
0
円

5
,8
0
0
円

6
,8
5
1
円

6
,4
6
8
円

5
,5
4
6
円

6
,0
1
9
円

7
,6
0
2
円

3
9
,1
9
1
円

3
9
,5
3
2
円

1
7
,5
0
0
円

1
7
,1
0
0
円

2
0
,9
9
3
円

2
1
,2
3
1
円

1
8
,3
7
5
円

1
5
,2
0
2
円

3
2
,2
2
4
円

3
9
,6
7
9
円

4
5
,6
2
2
円

1
7
,5
0
0
円

1
7
,1
0
0
円

2
0
,9
9
3
円

2
1
,2
3
1
円

1
8
,3
7
5
円

1
5
,2
0
2
円

3
3
,3
3
7
円

事
業
体

口
径
4
0
㎜
　
1
0
0
 

口
径
1
3
㎜
　
2
0
 

一
般
用
（1
ヶ
月
、
税
込
み
）

口
径
2
0
㎜
　
4
0
 

口
径
1
3
㎜
　
3
0
 

1戸
当
り
平
均
水
量

口
径
1
3
㎜
　
1
0
 

口
径
1
3
㎜
　
4
0
 

　
水
道
料
金
比
較
表

　
上
水
道
事
業

口
径
5
0
㎜
　
1
0
0
 

　
簡
易
水
道
事
業

営
業
用
（1
ヶ
月
、
税
込
み
）

口
径
2
0
㎜
　
１
0
 

口
径
2
0
㎜
　
2
0
 

口
径
2
0
㎜
　
3
0
 

口
径
2
0
㎜
　
1
0
 

口
径
2
0
㎜
　
2
0
 

口
径
2
0
㎜
　
3
0
 

口
径
2
0
㎜
　
4
0
 

口
径
4
0
㎜
　
1
0
0
 

口
径
5
0
㎜
　
1
0
0
 

営
業
用
（1
ヶ
月
、
税
込
み
）

一
般
用
（1
ヶ
月
、
税
込
み
）

口
径
1
3
㎜
　
3
0
 

口
径
1
3
㎜
　
4
0
 

1戸
当
り
平
均
水
量

口
径
1
3
㎜
　
1
0
 

口
径
1
3
㎜
　
2
0
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金
額

口
径

金
額

口
径

金
額

口
径

金
額

口
径
mm

金
額
　
円

8
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

4
0
，
0
0
0
円

一
般

1
3
ｍ
ｍ

5
8
，
0
0
0
円

13
ｍ
ｍ

50
,0
00
円

1
3
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

5
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
1
9
，
0
0
0
円

20
ｍ
ｍ
10
0,
00
0円

2
3
0
，
0
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

1
7
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
0，
0
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

2
0
8
，
0
0
0
円

25
ｍ
ｍ
20
0,
00
0円

7
1
0
，
0
0
0
円

3
0
ｍ
ｍ

2
7
0
，
0
0
0
円

4
0
ｍ
ｍ

6
7
4
，
0
0
0
円

40
ｍ
ｍ
40
0,
00
0円

1
，
2
3
0
，
0
0
0
円

4
0
ｍ
ｍ

5
4
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

5
5
，
0
0
0
円

5
0
ｍ
ｍ

1
，
1
7
7
，
0
0
0
円

50
ｍ
ｍ
70
0,
00
0円

3
，
3
4
0
，
0
0
0
円

5
0
ｍ
ｍ

9
3
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
1
0，
0
0
0
円

7
5
ｍ
ｍ

3
，
0
1
3
，
0
0
0
円

75
ｍ
ｍ
1,
00
0,
00
0円

6
，
8
2
0
，
0
0
0
円

7
5
ｍ
ｍ

2
，
5
0
0
，
0
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

1
3
0，
0
0
0
円

1
0
0
ｍ
ｍ

5
，
7
1
1
，
0
0
0
円

10
0ｍ
ｍ
1,
50
0,
00
0円

管
理
者
が
別
に
定
め
る
7
5
ｍ
m
超

管
理
者
が
別
に
定
め
る

3
0
ｍ
ｍ

2
2
0，
0
0
0
円

1
5
0
ｍ
ｍ

1
4
，
4
2
6
，
0
0
0
円

10
0ｍ
ｍ
超

未
定

4
0
ｍ
ｍ

3
2
0，
0
0
0
円

（
税
抜
き
）

（
税
抜
き
）

5
0
ｍ
ｍ

5
5
0，
0
0
0
円

7
5
ｍ
ｍ

8
1
0，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

5
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
0，
0
0
0
円

（
税
抜
き
）

金
額

口
径

金
額

口
径

金
額

口
径

金
額

口
径

金
額

口
径

金
額

口
径

金
額

口
径

金
額

口
径
mm

金
額
　
円

秋
鹿

Ｓ
3
3
建
設

9
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

4
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

1
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

5
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

8
0
，
0
0
0
円

一
般

1
3
ｍ
ｍ

6
5
，
5
2
0
円

1
3
ｍ
ｍ

6
0
，
0
0
0
円

13
ｍ
ｍ

50
,0
00
円

Ｓ
4
7
建
設

5
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
6
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

5
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
5
4
，
2
4
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
0
，
0
0
0
円

20
ｍ
ｍ
10
0,
00
0円

Ｓ
5
6
建
設
1
9
0
，
0
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

1
7
0
，
0
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

1
0
，
0
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

1
5
0
，
0
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

4
0
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
0，
0
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

2
4
1
，
6
0
0
円

2
5
ｍ
ｍ

2
0
0
，
0
0
0
円

25
ｍ
ｍ
20
0,
00
0円

Ｓ
5
8
建
設
2
0
0
，
0
0
0
円

3
0
ｍ
ｍ

2
7
0
，
0
0
0
円

3
0
ｍ
ｍ

1
0
，
0
0
0
円

4
0
ｍ
ｍ

3
0
0
，
0
0
0
円

4
0
ｍ
ｍ

1
，
6
0
0
，
0
0
0
円

4
0
ｍ
ｍ

6
2
2
，
4
4
0
円

4
0
ｍ
ｍ

6
0
0
，
0
0
0
円

40
ｍ
ｍ
40
0,
00
0円

Ｈ
1
4
建
設
2
5
5
，
0
0
0
円

4
0
ｍ
ｍ

5
4
0
，
0
0
0
円

4
0
ｍ
ｍ

1
0
，
0
0
0
円

5
0
ｍ
ｍ
超

市
長
が
別
に
定
め
る
5
0
ｍ
ｍ

2
，
8
0
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

5
5
，
0
0
0
円

5
0
ｍ
ｍ

9
6
6
，
4
2
0
円

5
0
ｍ
ｍ

1
，
0
0
0
，
0
0
0
円

50
ｍ
ｍ
70
0,
00
0円

本
庄

Ｓ
3
6
建
設

6
0
，
0
0
0
円

5
0
ｍ
ｍ

9
3
0
，
0
0
0
円

5
0
ｍ
ｍ
以
上

1
0
，
0
0
0
円

（
税
込
）
7
5
ｍ
ｍ
超

市
長
が
別
に
定
め
る
2
0
ｍ
ｍ

1
1
0，
0
0
0
円

7
5
ｍ
ｍ
超

市
長
が
別
に
定
め
る
7
5
ｍ
ｍ

3
，
0
0
0
，
0
0
0
円

75
ｍ
ｍ
1,
00
0,
00
0円

Ｈ
1
1
建
設

9
0
，
0
0
0
円

7
5
ｍ
ｍ
超

管
理
者
が
別
に
定
め
る
7
5
ｍ
ｍ
超

市
長
が
別
に
定
め
る

（
税
抜
き
）
2
5
ｍ
ｍ

1
3
0，
0
0
0
円

（
税
込
）
1
0
0
ｍ
ｍ
超

市
長
が
別
に
定
め
る

10
0ｍ
ｍ
1,
50
0,
00
0円

長
江

7
0
，
0
0
0
円

（
税
抜
き
）

（
税
込
）

3
0
ｍ
ｍ

2
2
0，
0
0
0
円

（
税
抜
き
）

10
0ｍ
ｍ
超

未
定

津
ノ
森
Ｓ
3
9
建
設

7
0
、
0
0
0
円

4
0
ｍ
ｍ

3
2
0，
0
0
0
円

（
税
抜
き
）

Ｓ
4
1
建
設

4
0
，
0
0
0
円

5
0
ｍ
ｍ

5
5
0，
0
0
0
円

大
野

Ｓ
4
0
建
設

4
0
，
0
0
0
円

7
5
ｍ
ｍ

8
1
0，
0
0
0
円

Ｓ
4
8
建
設

6
0
，
0
0
0
円

Ｈ
6
建
設

1
7
0
，
0
0
0
円

1
3
ｍ
ｍ

5
0
，
0
0
0
円

上
宇
部
尾

1
1
0
，
0
0
0
円

2
0
ｍ
ｍ

1
0
0，
0
0
0
円

手
角

7
0
，
0
0
0
円

枕
木

2
9
0
，
0
0
0
円

（
税
抜
き
）

野
原

Ｈ
1
2
建
設

6
5
，
0
0
0
円

手
角

8
9
，
0
0
0
円

枕
木

2
7
7
，
0
0
0
円

（
税
抜
き
）

（
税
抜
き
）

上
水
道
事
業

東
出
雲
町

東
出
雲
町

宍
道
町

松
江
市
・
鹿
島
町

松
江
市

島
根
町

八
雲
村

玉
湯
町

上
水
道
・
簡
易
水
道
加
入
分
担
金

松
江
市

鹿
島
町

島
根
町

美
保
関
町

八
雲
村

玉
湯
町

宍
道
町

美
保
関
町

八
束
町

共
用
一
般

（
税
抜
き
）

こ
の
表
に
定
め
な
い
も
の
は
市
長
が
別
に
定
め
る

こ
の
表
に
定
め
な
い
も
の
は
管
理
者
が
別
に
定
め
る

1
3
ｍ
ｍ

2
0
ｍ
ｍ

2
5
ｍ
ｍ

4
0
ｍ
ｍ 簡
易
水
道

営
業
用
・
事
業
用

八
束
町

共
用
一
般

簡
易
水
道
事
業

1
0
0
ｍ
ｍ
超

5
0
ｍ
ｍ

7
5
ｍ
ｍ

1
0
0
ｍ
ｍ

営
業
用
・
事
業
用

口
径

事
業
な
し

事
業
な
し

事
業
な
し

事
業
な
し

- 57 -



上
水
道
事
業
（
一
般
：
口
径
 1
3
m
m
）

0

1
,0
0
0

2
,0
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

8
,0
0
0

9
,0
0
0

5
1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

水
量
（
 
）

料 金 （ 円 ）

松
江
市

松
江
市
・
鹿
島
町

玉
湯
町

宍
道
町

東
出
雲
町

（
平
成
２
２
年
１
月
１
日
現
在
）

- 58 -



上
水
道
事
業
（
一
般
：
口
径
 2
0
m
m
）

0

1
,0
0
0

2
,0
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

8
,0
0
0

9
,0
0
0

5
1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

水
量
（
 
）

料 金 （ 円 ）

松
江
市

松
江
市
・
鹿
島
町

玉
湯
町

宍
道
町

東
出
雲
町

（
平
成
２
２
年
１
月
１
日
現
在
）

- 59 -



簡
易
水
道
事
業
（
一
般
：
口
径
 1
3
m
m
）

5
0
0

2
,5
0
0

4
,5
0
0

6
,5
0
0

8
,5
0
0

1
0
,5
0
0

5
1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

水
量
（
 
）

料 金 （ 円 ）

松
江
市

鹿
島

玉
湯

宍
道

島
根
町

八
雲

美
保
関

八
束

東
出
雲
町

（
平
成
２
２
年
１
月
１
日
現
在
）
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簡
易
水
道
事
業
（
一
般
：
口
径
 2
0
m
m
）

5
0
0

2
,5
0
0

4
,5
0
0

6
,5
0
0

8
,5
0
0

1
0
,5
0
0

5
1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

水
量
（
 
）

料 金 （ 円 ）

松
江
市

鹿
島

玉
湯

宍
道

島
根
町

八
雲

美
保
関

八
束

東
出
雲
町

（
平
成
２
２
年
１
月
１
日
現
在
）

- 61 -



使
用
量

松
江
市

東
出
雲
町

松
江
市

東
出
雲
町

松
江
市

東
出
雲
町

松
江
市

東
出
雲
町

松
江
市

東
出
雲
町

松
江
市

東
出
雲
町

1
0

1
,3
2
3

1
,7
5
3

1
,9
0
0

1
,8
2
7

3
,4
7
5

1
,8
4
8

9
,3
5
5

1
,9
8
4

1
5
,4
4
5

3
,0
9
7

4
0
,6
4
5

3
,3
0
7

2
5

4
,3
2
6

5
,5
3
3

4
,9
0
3

5
,6
0
7

6
,4
7
8

5
,6
2
8

1
2
,3
5
8

5
,7
6
4

1
8
,4
4
8

6
,8
7
7

4
3
,6
4
8

7
,0
8
7

5
0

1
1
,7
2
8

1
3
,0
9
3

1
2
,3
0
6

1
3
,1
6
7

1
3
,8
8
1

1
3
,1
8
8

1
9
,7
6
1

1
3
,3
2
4

2
5
,8
5
1

1
4
,4
3
7

5
1
,0
5
1

1
4
,6
4
7

1
0
0

2
7
,8
9
8

3
1
,9
9
3

2
8
,4
7
6

3
2
,0
6
7

3
0
,0
5
1

3
2
,0
8
8

3
5
,9
3
1

3
2
,2
2
4

4
2
,0
2
1

3
3
,3
3
7

6
7
,2
2
1

3
3
,5
4
7

1
5
0

4
4
,1
7
3

5
0
,8
9
3

4
4
,7
5
1

5
0
,9
6
7

4
6
,3
2
6

5
0
,9
8
8

5
2
,2
0
6

5
1
,1
2
4

5
8
,2
9
6

5
2
,2
3
7

8
3
,4
9
6

5
2
,4
4
7

2
0
0

6
0
,4
4
8

6
9
,7
9
3

6
1
,0
2
6

6
9
,8
6
7

6
2
,6
0
1

6
9
,8
8
8

6
8
,4
8
1

7
0
,0
2
4

7
4
,5
7
1

7
1
,1
3
7

9
9
,7
7
1

7
1
,3
4
7

2
5
0

7
6
,7
2
3

8
8
,6
9
3

7
7
,3
0
1

8
8
,7
6
7

7
8
,8
7
6

8
8
,7
8
8

8
4
,7
5
6

8
8
,9
2
4

9
0
,8
4
6

9
0
,0
3
7

1
1
6
,0
4
6

9
0
,2
4
7

3
0
0

9
2
,9
9
8

1
0
7
,5
9
3

9
3
,5
7
6

1
0
7
,6
6
7

9
5
,1
5
1

1
0
7
,6
8
8

1
0
1
,0
3
1

1
0
7
,8
2
4

1
0
7
,1
2
1

1
0
8
,9
3
7

1
3
2
,3
2
1

1
0
9
,1
4
7

4
0
0

1
2
5
,5
4
8

1
4
5
,3
9
3

1
2
6
,1
2
6

1
4
5
,4
6
7

1
2
7
,7
0
1

1
4
5
,4
8
8

1
3
3
,5
8
1

1
4
5
,6
2
4

1
3
9
,6
7
1

1
4
6
,7
3
7

1
6
4
,8
7
1

1
4
6
,9
4
7

5
0
0

1
5
8
,0
9
8

1
8
3
,1
9
3

1
5
8
,6
7
6

1
8
3
,2
6
7

1
6
0
,2
5
1

1
8
3
,2
8
8

1
6
6
,1
3
1

1
8
3
,4
2
4

1
7
2
,2
2
1

1
8
4
,5
3
7

1
9
7
,4
2
1

1
8
4
,7
4
7

7
5
0

2
3
9
,4
7
3

2
7
7
,6
9
3

2
4
0
,0
5
1

2
7
7
,7
6
7

2
4
1
,6
2
6

2
7
7
,7
8
8

2
4
7
,5
0
6

2
7
7
,9
2
4

2
5
3
,5
9
6

2
7
9
,0
3
7

2
7
8
,7
9
6

2
7
9
,2
4
7

1
0
0
0

3
2
0
,8
4
8

3
7
2
,1
9
3

3
2
1
,4
2
6

3
7
2
,2
6
7

3
2
3
,0
0
1

3
7
2
,2
8
8

3
2
8
,8
8
1

3
7
2,
4
2
4

3
3
4
,9
7
1

3
7
3
,5
3
7

3
6
0
,1
7
1

3
7
3
,7
4
7

1
5
0
0

4
8
3
,5
9
8

5
6
1
,1
9
3

4
8
4
,1
7
6

5
6
1
,2
6
7

4
8
5
,7
5
1

5
6
1
,2
8
8

4
9
1
,6
3
1

5
6
1,
4
2
4

4
9
7
,7
2
1

5
6
2
,5
3
7

5
2
2
,9
2
1

5
6
2
,7
4
7

2
0
0
0

6
4
6
,3
4
8

7
5
0
,1
9
3

6
4
6
,9
2
6

7
5
0
,2
6
7

6
4
8
,5
0
1

7
5
0
,2
8
8

6
5
4
,3
8
1

7
5
0,
4
2
4

6
6
0
,4
7
1

7
5
1
,5
3
7

6
8
5
,6
7
1

7
5
1
,7
4
7

2
5
0
0

8
0
9
,0
9
8

9
3
9
,1
9
3

8
0
9
,6
7
6

9
3
9
,2
6
7

8
1
1
,2
5
1

9
3
9
,2
8
8

8
1
7
,1
3
1

9
3
9,
4
2
4

8
2
3
,2
2
1

9
4
0
,5
3
7

8
4
8
,4
2
1

9
4
0
,7
4
7

3
0
0
0

9
7
1
,8
4
8
1
,1
2
8
,1
9
3

9
7
2
,4
2
6
1
,1
2
8
,2
6
7

9
7
4
,0
0
1
1
,1
2
8
,2
8
8

9
7
9
,8
8
1
1
,1
2
8,
4
2
4

9
8
5
,9
7
1
1
,1
2
9
,5
3
7
1
,0
1
1
,1
7
1
1
,1
2
9
,7
4
7

4
0
0
0
1
,2
9
7
,3
4
8
1
,5
0
6
,1
9
3
1
,2
9
7
,9
2
6
1
,5
0
6
,2
6
7
1
,2
9
9
,5
0
1
1
,5
0
6
,2
8
8
1
,3
0
5
,3
8
1
1
,5
0
6,
4
2
4
1
,3
1
1
,4
7
1
1
,5
0
7
,5
3
7
1
,3
3
6
,6
7
1
1
,5
0
7
,7
4
7

5
0
0
0
1
,6
2
2
,8
4
8
1
,8
8
4
,1
9
3
1
,6
2
3
,4
2
6
1
,8
8
4
,2
6
7
1
,6
2
5
,0
0
1
1
,8
8
4
,2
8
8
1
,6
3
0
,8
8
1
1
,8
8
4,
4
2
4
1
,6
3
6
,9
7
1
1
,8
8
5
,5
3
7
1
,6
6
2
,1
7
1
1
,8
8
5
,7
4
7

6
0
0
0
1
,9
4
8
,3
4
8
2
,2
6
2
,1
9
3
1
,9
4
8
,9
2
6
2
,2
6
2
,2
6
7
1
,9
5
0
,5
0
1
2
,2
6
2
,2
8
8
1
,9
5
6
,3
8
1
2
,2
6
2,
4
2
4
1
,9
6
2
,4
7
1
2
,2
6
3
,5
3
7
1
,9
8
7
,6
7
1
2
,2
6
3
,7
4
7

7
0
0
0
2
,2
7
3
,8
4
8
2
,6
4
0
,1
9
3
2
,2
7
4
,4
2
6
2
,6
4
0
,2
6
7
2
,2
7
6
,0
0
1
2
,6
4
0
,2
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合併の
市町村名 人口(H17国調) 方　式

小林市 38,923

西諸県郡野尻町 8,670

熊本市 669,603

下益城郡城南町 19,641

高崎市 245,100

多野郡吉井町 24,987

前橋市 318,584

勢多郡富士見村 22,320

先進事例

高崎市
（群馬県）
H21.6.1

前橋市
（群馬県）
H21.5.5

取扱い内容

小林市
（宮崎県）

H22.3.23(予定)

編入

（１）上・下水道事業に関する財務、組織等について
      は、合併時に高崎市の制度等に統合する。
（２）水道料金及び下水道使用料については、平成２
      ４年度までは現行どおりとし、その後事業の執
      行に支障が生じる等の料金の見直しが必要とな
      った時点で、統一を目指し段階的に調整する。
（３）水道加入金については、合併時に高崎市の制度
      に統一する。
（４）高崎市の下水道受益者負担金及び下水道分担金
      並びに吉井町の下水道受益者負担金については、
      当面現行どおりとし、都市計画区域が統合され
      た段階又は下水道認可区域の変更時に合わせて、
      統一した基準を設ける。

編入

１ 水道事業（料金、加入金等）
（１）水道料金については、前橋市の制度に統一する。
      ただし、合併時に料金の高くなる使用量区分につ
      いては、段階的に調整する。
（２）富士見村の簡易水道の取扱いについては、現行の
      まま新市に引き継ぐものとする。
（３）検針、料金徴収、加入金及び工事手数料について
      は、前橋市の制度に統一する。

編入

城南町の地区営水道（簡易水道）については、町営化を
目指し平成２２年３月までに認可が取得できるよう努め
る。その事業は新市が引き継ぎ継続して取り組む。
城南町中央地区簡易水道事業（町営簡易水道事業）につ
いては、平成２５年度を完了予定とし熊本市に引き継
ぐ。
水道料金及び加入金は、合併時に熊本市の料金体系に統
一する。
未普及地域を含む上水道事業は、城南町で平成２１年度
に１５年程度での整備完了を目指した計画の策定と国庫
補助が得られるように努める。この水道計画に基づき、
住民の意向を踏まえながら新市が整備を行う。
なお、水質悪化地域の整備については、合併後早急に取
組むものとする

最近の合併事例における水道事業の取扱い
関係市町村

取扱い内容

編入

１．上水道事業について
（１）水道料金の算定方法現行のまま、新市に引き継
　　　ぐ。
（２）水道加入金
　　　　現行のまま、新市に引き継ぐ。
２．簡易水道事業について
（１）水道料金の算定方法
　　　　当面は、現行の料金体制を維持し、将来的に
　　　　は妥当性・公平性・安全性を尊重し、合併後
　　　　３年を目処に新たな制度等を制定する。経営
　　　　状況を分析する。
（２）水道加入金
　　　　一次側においては、すべて水道事業者が管理
　　　　する方向で調整する。当面現行どおりとし、
　　　　合併後３年を目処に新たな制度等を制定する。

熊本市
（熊本県）

H22.3.23(予定)
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合併の
市町村名 人口(H17国調) 方　式

取扱い内容
関係市町村

取扱い内容

真岡市 66,362

芳賀郡二宮町 16,640

富士市 236,474

庵原郡富士川町 16,823

熊本市 669,603

下益城郡富合町 7,962

真岡市
（栃木県）
H21.3.23

熊本市
（熊本県）
H20.10.6

富士市
（静岡県）
H20.11.1

編入

１ 地区営水道（簡易水道）については、合併までに未整
   備
（給水）
   地区も含め町営化を図り、合併時に新市に引き継ぐ。
   なお、合併直後の水道料金については、今後設定され
   る町営簡易水道料金を新市に引き継ぐ。
２ 上水道事業化については、合併後速やかに現地調査を
   行い、上水道整備計画を策定したうえで計画的に整備
   を進める。
３ 簡易水道組織への補助金（富合町環境衛生施設整備補
   助金）については、富合町の簡易水道組合を町営化す
   るため、現行制度は廃止する。

（１）上水道事業の取扱いについては、当面現行どおり
      ２水道事業を存続させ、合併後において水道事業
      の統合を目指す。
（２）水道料金については、当面現行どおりとし、合併
      後に新たな水道事業基本計画を策定する中で料金
      改定と料金統一を図る。たただし、メーター使用
      料については、富士市の制度に統一する。
（３）加入金及び手数料については、合併時に富士市の
      制度に統一する。

編入

水道関係事業について
１ 水道事業及び会計については、次のとおりとする。
 （１)二宮町の水道事業については、現行のとおり真岡
      市に引き継ぎ、合併後速やかに統合する。
 （２）二宮町の簡易水道事業については、現行のとお
       り真岡市に引き継ぎ、平成２５年度までに水道
       事業に統合する。
 （３）二宮町の水道事業会計については、合併時に真
       岡市の制度に統合し、二宮町の簡易水道事業会
       計については、現行のとおり真岡市に引き継ぎ、
       平成２５年度までに水道事業会計に統合する。
２ 水道事業計画については、合併時は現行のとおりと
   し、平成２５年度までに新しい計画を策定する。
３ 水道料金については、次のとおりとする。
 （１）二宮町の上水道料金については、合併時は現行
       のとおりとし、翌年度から真岡市の制度に統一
       する。
 （２）二宮町の簡易水道料金については、合併時は現
       行のとおりとし、平成２５年度までに上水道料
       金に統一する。
４ 水道加入金については、合併時に真岡市の制度に統
   一する。
５ 水道関係手数料については、合併時に真岡市の制度
   に統一する。
６ 水道施設の維持管理については、合併時に真岡市の
   管理体制に統一する。

編入
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合併の
市町村名 人口(H17国調) 方　式

取扱い内容
関係市町村

取扱い内容

福島市 290,869

伊達郡飯野町 6,488

島田市 96,078

榛原郡川根町 6,030

島田市
（静岡県）
H20.4.1

福島市
（福島県）
H20.7.1

編入

(1) 簡易水道料金は、当面は現行のとおりとし、平成25
    年度を目処に再編する。
(2) 簡易水道料金の徴収時期は、合併時に島田市の例に
    より統合する。
(3) 飲料水供給施設維持管理補助については、当面は川
    根地域のみを対象に現行のとおり存続し、合併後に
    調整を図る。

編入

水道料金 合併時に福島市の制度に統一する。
給水装置工事 関係手数料 合併時に福島市の制度に統一
する。
加入金 合併時に福島市の制度に統一する。
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議案（３５） 
 
 公共下水道事業等の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 

 
                 松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松浦正敬 
 

公共下水道事業等の取扱いについて 

 
公共下水道事業、農業集落排水事業及び市町村設置型合併処理浄化槽事業の取扱い

については、次のとおり調整する。 
 
（１）使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後５年目を目途に段階的

に統一する方向で調整する。 
なお、料金の統一にあたっては、排水需要予測に対応した公共下水道等事業計

画を策定し、産業活動への影響を考慮するとともに、効率的な事業経営を図り適
正な料金を設定する。 

 
（２）受益者負担金・分担金については、次のとおり調整する。 
 ① 公共下水道事業については、現行のとおりとする。 
② 農業集落排水事業については、現行のとおりとする。ただし、整備事業完了地
区において、新たに接続するものについては、合併後５年目を目途に統一する方
向で調整する。 

③ 市町村設置型合併処理浄化槽事業については、合併時は現行のとおりとし、合
併後５年目を目途に統一する方向で調整する。 
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（参考資料） 
公共下水道事業に関する根拠法令（抜粋） 

 
『地方自治法』 
（分担金) 
第２２４条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部
に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者か
ら、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。 
 
『下水道法』 
(管理) 
第３条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。 
２ （略） 
(水洗便所への改造義務等) 
第１１条の３ （略） 
２～４ （略） 
５ 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつ
せん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の
援助に努めるものとする。 

６ （略） 
 
『都市計画法』 
(受益者負担金) 
第７５条 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、
その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させるこ
とができる。 
２ 前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担さ
せるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市
町村の条例で定める。 

３～７ （略） 
 
『地方公営企業法』 
（料金）  
第２１条  地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。  
２  前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価
を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。  

（使用料）  
第２０条  公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を
徴収することができる。  

２  使用料は、次の原則によつて定めなければならない。  
（１）  下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。  
（２）  能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。  
（３）  定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
（４）  特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。  

 
 
『市町村の合併の特例に関する法律』 
（流域下水道に関する特例）  
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第２０条  市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法 （昭和３３年法律第７９号）第２
５条の３第１項 （同条第４項 において準用する場合を含む。）の認可を受けた事業計画に係る流
域下水道（同法第２条第４号 に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。）により下
水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は１部となる場
合において、当該流域下水道を管理する都道府県（同法第２５条の２第２項の規定により当該流域
下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、同項 の協議に係る都道府県）及びすべての合併関係
市町村の協議が成立したときは、当該市町村の合併が行われた日から移行日（当該市町村の合併が
行われた日から起算して１０年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議に
より定める日をいう。以下この条において同じ。）までの間、当該事業計画（当該市町村の合併が
行われた日から移行日までの間に同法第２５条の３第４項において準用する同条第１項の規定によ
る変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の
規定を適用する。  

２  前項に規定する都道府県及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起
算して１０年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができ
る。  

３  第１項に規定する都道府県（下水道法第２５条の２第２項の規定により当該流域下水道の管理を
市町村が行う場合にあっては、当該市町村）は、前２項の規定により移行日を定め、又は変更した
ときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。  
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浄
化

槽
を
設
置
し
管
理
す

る
も
の
で
す
。

1
3
3
,5
3
9

4
,1
3
2

6
,2
8
6

2
3
,0
3
8

6
,9
2
0

9
6
1

1
,4
8
2

2
7

7
,2
0
5

1
8
3
,5
9
0

6
9
.3
3
%

2
.1
5
%

3
.2
6
%

1
1
.9
6
%

3
.5
9
%

0
.5
0
%

0
.7
7
%

0
.0
1
%

3
.7
4
%

9
5
.3
2
%

1
2
,1
0
5

－
－

1
,8
0
3

－
7
1

6
3

－
2
3

1
4
,0
6
5

8
3
.2
8
%

－
－

1
2
.4
0
%

－
0
.4
9
%

0
.4
3
%

－
0
.1
6
%

9
6
.7
6
%

1
4
5
,6
4
4

4
,1
3
2

6
,2
8
6

2
4
,8
4
1

6
,9
2
0

1
,0
3
2

1
,5
4
5

2
7

7
,2
2
8

1
9
7
,6
5
5

7
0
.3
1
%

1
.9
9
%

3
.0
3
%

1
1
.9
9
%

3
.3
4
%

0
.5
0
%

0
.7
5
%

0
.0
1
%

3
.4
9
%

9
5
.4
2
%

平
成
２
０
年
度
末
松
江
市
・
東
出
雲
町
下
水
道
処
理
人
口
及
び
普
及
率

松
江
市

1
9
2
,6
1
3

農
林
水
産
省
所
管

環
境
省
所
管

普
及
率

市
町
村
名
行
政
人
口

※
　
上
段
数
字
＝
処
理
人
口

　
　
 下
段
数
字
＝
普
及
率
 　

※
　
普
及
率
＝
各
市
町
村
下
水
道
処
理
人
口
／
行
政
人
口

東
出
雲
町

1
4
,5
3
6

合
計

2
0
7
,1
4
9

国
土
交
通
省
所
管
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基
本
料
金

1
0
 
超

2
0
 
超

5
0
 
超

1
0
0
 
超

2
5
0
 
超

1
,0
0
0
 

～
～

～
～

～
～

2
0
 

5
0
 

1
0
0
 

2
5
0
 

1
,0
00
 

公
共
下
水
道

1
,3
0
0
円

1
4
0
円

1
8
0
円

2
1
0
円

2
4
0
円

2
7
0
円

2
9
0
円

集
落
排
水

公
設

公
共
下
水
道

集
落
排
水

公
設
浄
化
槽

公
共
下
水
道

集
落
排
水

公
設
浄
化
槽

公
共
下
水
道
（
税
抜
き
）

集
落
排
水
（
税
抜
き
）

1
0
 
超

2
0
 
超

5
0
 
超

1
0
0
 
超

2
5
0
 
超

1
,0
0
0
 

～
～

～
～

～
～

2
0
 

5
0
 

1
0
0
 

2
5
0
 

1
,0
00
 

公
衆
浴
場
排
水

5
0
円

5
0
円

5
0
円

5
0
円

5
0
円

5
0
円

5
0
円

温
泉
水
排
水

1
7
0
円

1
7
0
円

1
7
0
円

1
7
0
円

1
7
0
円

1
7
0
円

1
7
0
円

超
過
料
金
（１
 
に
つ
き
）

1
0
 
ま
で

使
用
料
：１
月
に
つ
き

一
　
般
　
排
　
水

排
水
量
（ 
）

下
水
道
使
用
料

1
0
 
ま
で

区
分

料
金
（１
 
に
つ
き
）

旧
松
江
市

1
,5
0
0
円

1
5
0
円

2
0
0
円

2
2
0
円

2
5
0
円

2
8
0
円

3
0
0
円

1
,1
0
0
円

1
4
0
円

2
4
0
円

1
8
0
円

2
1
0
円

2
4
0
円

2
4
0
円

2
1
0
円

松
江
市

(全
域
）

1
,1
0
0
円

1
4
0
円

1
8
0
円

2
1
0
円

1
9
5
円

2
1
0
円

2
2
5
円

2
1
0
円

2
1
0
円

東
出
雲
町

1
,1
5
0
円

1
4
0
円

1
7
0
円

美
保
関

八
雲
玉
湯
宍
道

鹿
島
島
根
八
束

2
4
0
円

生
活
排
水
処
理
施
設

（人
槽
制
）

５
人
槽

７
人
槽

１
０
人
槽

3
,3
4
0
円

4
,1
7
0
円

5
,0
0
0
円
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松
江
地
区

鹿
島
地
区

島
根
地
区

美
保
関
地
区

八
雲
地
区

玉
湯
地
区

宍
道
地
区

八
束
地
区

東
出
雲
町

１
８
 
（
３
人
）

2
,4
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,3
8
3
円

２
４
 
（
４
人
）

3
,4
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,3
9
1
円

３
０
 
（
５
人
）

4
,5
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,4
6
2
円

１
８
 
（
３
人
）

2
,7
0
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

-
-

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,3
8
3
円

２
４
 
（
４
人
）

3
,8
0
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

-
-

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,3
9
1
円

３
０
 
（
５
人
）

5
,0
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

-
-

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,4
6
2
円

１
８
 
（
３
人
）

2
,7
0
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

-
-

-
-

-

２
４
 
（
４
人
）

3
,8
0
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

-
-

-
-

-

３
０
 
（
５
人
）

5
,0
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

-
-

-
-

-

１
８
 
（
３
人
）

2
,7
0
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0円

2
,2
2
0
円

2
,2
2
0
円

５
人
槽
　
3
,3
4
0
円

２
４
 
（
４
人
）

3
,8
0
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0円

3
,2
2
0
円

3
,2
2
0
円

７
人
槽
　
4
,1
7
0
円

３
０
 
（
５
人
）

5
,0
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0円

4
,3
0
0
円

4
,3
0
0
円

1
0
人
槽
　
5
,0
0
0
円

下
水
道
使
用
料
比
較
表
（１
人
＝
２
０
０
 /
日
　
の
場
合
）　
(1
ケ
月
:税
込
）

　
公
設
浄
化
槽
事
業
（市
町
村
設
置
型
合
併
処
理
浄
化
槽
事
業
）

　
農
業
集
落
排
水
事
業

公
共
下
水
道

　
漁
業
集
落
排
水
事
業
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鹿
島
町
島
根
町
八
束
町

S
5
4
年
2
月
・
8
7
.9
6
h
a

3
3
5
円

H
4
年
4
月
・
2
2
.7
4
h
a

3
7
0
円

H
7
年
8
月
・
1
2
.5
6
h
a

4
0
0
円

H
4
年
4
月
・
3
.4
0
h
a

4
2
0
円

H
9
年
8
月
・
2
6
.3
0
h
a

4
2
0
円

H
7
年
8
月
・
3
0
.7
4
h
a

4
2
0
円

H
1
2
年
6
月
・
2
0
.9
4
h
a

4
2
0
円

H
1
2
年
6
月
・
3
6
.6
6
h
a

4
2
0
円

H
1
5
年
3
月
・
1
2
.9
0
h
a

4
2
0
円

H
元
年
8
月
・
4
1
.5
0
h
a

3
7
0
円

H
4
年
4
月
・
1
.2
0
h
a

3
7
0
円

H
7
年
8
月
・
3
.6
0
h
a

4
2
0
円

H
9
年
8
月
・
4
.7
0
h
a

4
2
0
円

H
1
2
年
6
月
・
1
4
.7
0
h
a

4
2
0
円

H
1
5
年
3
月
・
3
3
.4
0
h
a

4
2
0
円

H
4
年
4
月
・
4
3
.9
0
h
a

4
0
0
円

H
1
2
年
6
月
・
4
.0
0
h
a

4
2
0
円

H
1
5
年
3
月
・
2
0
.9
0
h
a

4
2
0
円

H
1
5
年
3
月
・
4
.2
0
h
a

4
2
0
円

忌
部
地
区

2
3
0
,0
0
0
円

今
宮
地
区
、
春
日
地
区
1
6
0
,0
0
0
円

古
江
地
区

3
5
0
,0
0
0
円

春
日
台
地
区

1
4
0
,0
0
0
円

長
江
地
区
　
3
3
0
,0
0
0
円

中
意
東
、
高
庭
、
畑
、

秋
鹿
地
区

3
0
0
,0
0
0
円

下
組
、
中
組
、
奥
組
地
区

本
庄
地
区
　
3
0
0
,0
0
0
円

須
田
地
区
、
上
新
2
区
の

大
井
地
区

3
0
0
,0
0
0
円

一
部

生
馬
地
区
　
3
0
0
,0
0
0
円

大
野
地
区

3
0
0
,0
0
0
円

魚
瀬
地
区

3
0
0
,0
0
0
円

　
５
人
槽

５
人
槽

8
3
,3
0
0
円
5
人
槽

1
0
2
,0
0
0
円
平
成
1
7
年
度
5
人
槽

1
,2
0
0
,0
0
0
円

1
2
0
,0
0
0
円

　
７
人
槽

６
人
槽

9
4
,3
0
0
円
6
～
7
人
槽

1
1
3
,4
0
0
円
設
置

7
人
槽

1
,5
0
0
,0
0
0
円

1
5
0
,0
0
0
円

１
０
人
槽

７
人
槽

1
1
1
,7
0
0
円
8
～
1
0
人
槽

1
3
8
,0
0
0
円

1
0
人
槽

1
,8
0
0
,0
0
0
円

1
8
0
,0
0
0
円

８
人
槽

1
2
3
,0
0
0
円
1
1
～
1
5
人
槽
2
1
3
,9
0
0
円
平
成
1
8
年
度
5
人
槽

1
,2
0
0
,0
0
0
円

3
6
0
,0
0
0
円

１
０
人
槽

1
5
7
,0
0
0
円
1
6
～
2
0
人
槽
3
2
8
,8
0
0
円
以
降
設
置

7
人
槽

1
,5
0
0
,0
0
0
円

4
5
0
,0
0
0
円

2
1
～
2
5
人
槽
4
1
4
,0
0
0
円

1
0
人
槽

1
,8
0
0
,0
0
0
円

5
4
0
,0
0
0
円

2
6
～
3
0
人
槽
4
8
1
,2
0
0
円

3
1
～
4
0
人
槽
5
5
9
,2
0
0
円

4
1
～
5
0
人
槽
6
4
4
,1
0
0
円

5
1
人
槽
～

別
に
定
め
る
額

た
だ
し
、
住
宅
地
に
つ
い
て

は
4
4
0
㎡
を
超
え
る
面
積
は

猶
予
す
る
。

東
出
雲
町

事
業
認
可
・
面
積

単
位
負
担
金
額

（1
㎡
あ
た
り
）

市
街
化
区
域
以
外
の
区
域

市
街
化
区
域
　
3
1
0
円
/
㎡

　
　
　
　
　
　
　
　
3
6
0
円
/
㎡

処
理
分
区
名

美
保
関
町

旧
松
江
市

八
雲
町

3
6
0
円
/
㎡

公
共
下
水
道
事
業

な
し

な
し

揖
屋
処
理
分
区

出
雲
郷
処
理
分
区

意
東
処
理
分
区

集
落
排
水
事
業

な
し

な
し

・
合
併
日
に
お
い
て
事
業
を

継
続
中
の
区
域

　
そ
の
区
域
に
要
し
た
総
管

渠
工
事
費
の
7
.5
％
を
受
益

戸
数
で
除
し
た
金
額

（
上
限
1
6
0
,0
0
0
円
／
公
共

ま
す
1
個
に
つ
き
）

・
合
併
後
に
新
た
に
事
業
を

開
始
し
た
処
理
区
域

2
3
0
,0
0
0
円

地
区

分
担
金
額

排
水
処
理
の
名
称

地
区

事
業
な
し

受
益
者
負
担
金
・
分
担
金

・
合
併
日
に
お
い
て
事
業
を

継
続
中
の
区
域

　
そ
の
区
域
に
要
し
た
総
管

渠
工
事
費
の
7
.5
％
を
受
益

戸
数
で
除
し
た
金
額
（
上
限

1
6
0
,0
0
0
円
／
公
共
ま
す
1

個
に
つ
き
）

・
合
併
後
に
新
た
に
事
業
を

開
始
し
た
処
理
区
域

2
3
0
,0
0
0
円

ｚ

3
8
0
円
/
㎡

宍
道
町

4
0
0
円
/
㎡

竹
矢
処
理
分
区

玉
湯
町

な
し

分
担
金
額
の

上
限

浄
化
槽
の

規
模

意
東
地
区

今
宮
春
日
地
区

須
田
地
区

設
置
時
期

市
町
村
設
置
型
合
併
処
理
浄
化
槽
事
業

2
4
0
,0
0
0
円

1
8
0
,0
0
0
円

事
業
な
し

※
美
保
関
地
区
、
宍
道
地
区
、
鹿
島
地
区
、
島
根
地
区
、
八
束
地
区
は
同
じ

南
城
地
区

中
来
待
地
区

１
０
人
槽
以
上

７
人
槽

５
人
槽

2
0
0
,0
0
0
円

な
し

・
そ
の
区
域
に
要
し
た
総
管

渠
工
事
費
の
5
.4
％
を
受
益

戸
数
で
除
し
た
額

（
上
限
2
0
0
,0
0
0
円
）

弘
長
寺
地
区

鏡
地
区

宍
道
中
央
地
区

分
担
金
の
額

（
１
戸
あ
た
り
）

分
担
金
の
額

（
１
戸
あ
た
り
）

標
準
事
業
費

人
槽

3
0
0
,0
0
0
円

分
担
金
額

浄
化
槽
の
規

模
分
担
金
額
の

上
限

浄
化
槽
の

規
模

分
担
金
額

浄
化
槽
の
規
模

- 72 -



下
水
道
使
用
料

1
,0
0
0

1
,5
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

3
,5
0
0

4
,0
0
0

4
,5
0
0

5
,0
0
0

5
,5
0
0

6
,0
0
0

1
0

2
0

3
0

排
水
量
（
 
）

使 用 料

松
江
市
 公
共

松
江
市
 集
落
排
水

美
保
関
・
八
雲
・
玉
湯
・
宍
道

鹿
島
・
島
根
・
八
束

東
出
雲

（
平
成
２
２
年
１
月
１
日
現
在
）
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東出雲

使用量（ ） 公共 集落排水 公共・集落

10 1,300 1,500 1,207

20 2,700 3,000 2,677

30 4,500 5,000 4,462

40 6,300 7,000 6,247

50 8,100 9,000 8,032

75 13,350 14,500 13,151

100 18,600 20,000 18,270

150 30,600 32,500 29,295

200 42,600 45,000 40,320

250 54,600 57,500 51,345

300 68,100 71,500 63,157

400 95,100 99,500 86,782

500 122,100 127,500 110,407

750 189,600 197,500 169,470

1000 257,100 267,500 228,532

1500 402,100 417,500 354,532

2000 547,100 567,500 480,532

2500 692,100 717,500 606,532

3000 837,100 867,500 732,532

4000 1,127,100 1,167,500 984,532

5000 1,417,100 1,467,500 1,236,532

6000 1,707,100 1,767,500 1,488,532

7000 1,997,100 2,067,500 1,740,532

8000 2,287,100 2,367,500 1,992,532

9000 2,577,100 2,667,500 2,244,532

10000 2,867,100 2,967,500 2,496,532

下水道

松江市

下水道使用料比較表
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合併の
市町村名 人口(H17国調) 方　式

宮崎市 310,123

宮崎郡清武町 28,696

高崎市 245,100

多野郡吉井町 24,987

前橋市 318,584

勢多郡富士見村 22,320

富士市 236,474

庵原郡富士川町 16,823

熊本市 669,603

下益城郡富合町 7,962

編入

（１）上・下水道事業に関する財務、組織等について
は、合併時に高崎市の制度等に統合する。
（２）水道料金及び下水道使用料については、平成２４
年度までは現行どおりとし、その後事業の執行に支障が
生じる等の料金の見直しが必要となった時点で、統一を
目指し段階的に調整する。
（３）水道加入金については、合併時に高崎市の制度に
統一する。
（４）高崎市の下水道受益者負担金及び下水道分担金並
びに吉井町の下水道受益者負担金については、当面現行
どおりとし、都市計画区域が統合された段階又は下水道
認可区域の変更時に合わせて、統一した基準を設ける。

最近の合併事例における公共下水道事業等の取扱い
関係市町村

取扱い内容

編入

下水道事業受益者負担金の調整方針は、「宮崎市の制度
等を適用する。ただし、認可済み区域については、従前
のとおりとする。
下水道使用料の算定方法の調整方針は、「宮崎市の制度
等に統一する。ただし、新市に移行後、使用料を含め事
業計画、財政計画の見直しを行う。

取扱い内容

宮崎市
（宮崎県）
Ｈ22.3.23(予

定)

編入

下水道事業（使用料、受益者負担金等）
　下水道使用料については、前橋市の制度に統一する。
　受益者負担金及び分担金については、現行のまま新市
　に引き継ぐものとする。
農業集落排水事業（使用料及び分担金）
　農業集落排水事業使用料及び分担金については、前橋
　市の制度に統一 する。ただし、事業実施中の地区にお
　ける分担金については、現行のま ま新市に引き継ぐも
　のとする。
合併処理浄化槽関係
　合併処理浄化槽設置補助金については、前橋市の制度
　に統一する。

熊本市
（熊本県）
H20.10.6

先進事例

富士市
（静岡県）
H20.11.1

前橋市
（群馬県）
H21.5.5

高崎市
（群馬県）
H21.6.1

編入

富士川町の生活排水処理については、合併処理浄化槽に
よる整備を行う。
また、その整備にあたっては、今後策定する生活排水処
理長期計画に基づき実施するものとする。

編入

下水道事業の取扱いについて
１ 富合町の下水道整備については、普及率を早急に向上
させるため、熊本市の下水道整備と最終年度を合わせる
よう計画的に推進する。
２ 下水道使用料については、合併時に熊本市の料金に統
合する。
３ 下水道受益者負担金については、合併時に熊本市の例
により統合する。
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合併の
市町村名 人口(H17国調) 方　式
関係市町村

取扱い内容取扱い内容

福島市 290,869

伊達郡飯野町 6,488

編入

１. 公共下水道
事業計画 合併時に福島市の制度に統一する。
２. 下水道事業
受益者負担金 合併時に福島市の制度に統一する。
３. 下水道使用料
合併時に福島市の制度に統一する。
４. 都市下水路事業計画
合併時に福島市の制度に統一する。
５. 農業集落排
水事業計画、農業集落排水事業受益者分担金及び処理施
設使用料 合併時に福島市の制度に統一する。
６. 生活排水処
理基本計画 合併時に福島市汚水処理施設整備基本構想と
の整合を図り再編する。
７. 浄化槽設置
整備事業補助金 国の交付金制度の調整を図り、合併後に
福島市の制度に統一する。

福島市
（福島県）
H20.7.1
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協議（３） 
 
 合併市町村基本計画の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 

 
                 松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松浦正敬 
 

合併市町村基本計画の取扱いについて 

 
 合併市町村基本計画の取扱いについては、法定協議会設置後に協議する。 
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（参考資料） 
 

合併市町村基本計画に関する根拠法令（抜粋） 
 
 
『市町村の合併の特例等に関する法律』（平成２２年３月３１日失効） 
 
 
（合併協議会の設置）  

第１条 市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第２

５２条の２第１項 の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るた

めの基本的な計画（以下「合併市町村基本計画」という。）の作成その他市町村の合併に関

する協議を行う協議会（以下「合併協議会」という。）を置くものとする。  

２～３（略）  

 

（合併市町村基本計画の作成及び変更）  

第６条 合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところによ

り、作成するものとする。  

（１）合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針  

（２）合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確

保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項  

（３）公共的施設の統合整備に関する事項  

（４）合併市町村の財政計画  

２ 合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目

的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたも

のでなければならない。  

３ 合併協議会は、合併市町村基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。  

４ 合併協議会は、前項の規定により合併市町村基本計画を作成し、又は変更したときは、直

ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に

送付しなければならない。  

５ 第４条第１８項又は前条第２７項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併

協議会は、その設置の日から６月以内に、合併市町村基本計画の作成その他市町村の合併に
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関する協議の状況を、第４条第１項又は前条第１項の代表者に通知するとともに、これを公

表しなければならない。  

６ 第６１条第２３項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その

設置の日から６月以内に、合併市町村基本計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状

況を、同条第１項の規定により合併協議会を設けるべきことを勧告した都道府県知事に報告

するとともに、これを公表しなければならない。  

７ 合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる。  

８ 前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道

府県の知事に協議しなければならない。  

９ 第七項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併

市町村に第２２条第１項に規定する地域審議会が置かれている場合、第２４条第１項に規定

する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合にお

いては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会（地方自治

法第２０２条の５第１項 に規定する地域協議会をいう。）又は当該合併特例区の合併特例区

協議会の意見を聴かなければならない。  

１０ 第４項の規定は、第７項の規定により合併市町村が合併市町村基本計画を変更した場合

について準用する。  
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